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論

(
以
上
本
号
)

終

第

節

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
学
説
の
展
開

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
欧
州
裁
判
所
が

E
C法
の
優
位
性
す
な
わ
ち
共
同
体
機
能
確
保
の
た
め
の
適
用
上
の
優
位
は

E
C
法
自

体
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

E
C法
の
優
位
性
は
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
依
拠
す
る
と

し
て
い
る
。
両
者
の
立
脚
点
の
相
違
は
、
国
内
法
に
対
す
る

E
C
法
の
優
位
に
は
限
界
が
設
定
さ
れ
う
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
際
し
て
明

(
l
)
 

ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、

E
C法
の
優
位
性
に
関
す
る
学
説
も
、
こ
の
二
つ
の
立
脚
点
の
相
違
に
対
応
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

E
C法
の
絶
対
的
優
位
論
や
、
連
邦
国
家
理
論
の
主
張
す
る
よ
う
な

E
C法
の
絶
対
的
優
位
は
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
、

E
C法
に
お
け
る
共
同
体
機
能
確
保
の
要
請
は
容
易
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
基
本
法
は
い
か
な
る
程
度
に
お
い

て
E
C法
の
優
位
性
を
許
容
な
い
し
は
承
認
す
る
用
意
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
国
内
法
に
対
す
る

E
C
法



の
優
位
に
つ
い
て
の
憲
法
上
の
限
界
の
問
題
で
あ
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
保
護
と
い
う
定
式
で
論

じ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
学
説
に
お
い
て
も
、
主
と
し
て
、
基
本
権
保
護
の
観
点
の
下
で
扱
わ
れ
て
き
た
。

第
一
款

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
理
解

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
と
基
本
法
第
二
三
条

国法体系における憲法と条約 (4) 

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
「
連
邦
は
、
法
律
に
よ
り
、
高
権
を
国
際
機
構
に
移
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
。

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の

E
C
へ
の
参
加
は
、
長
ら
く
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
き
た
。
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
連

邦
憲
法
裁
判
所
の
諸
判
例
も
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
学
説
の
議
論
も
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
欧

州
統
合
の
進
展
に
伴
い
、
そ
れ
に
対
応
す
る
憲
法
規
定
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
欧
州
連
合
を
創
設
す
る
マ

l

ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
際
し
て
、
基
本
法
第
二
三
条
と
し
て
詳
細
な
規
定
が
挿
入
さ
れ
た
。
基
本
法
第
二
三
条
は
、
も
と
も
と
は
基
本
法
の
適

用
範
囲
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
統
一
等
に
よ
っ
て
不
要
と
な
り
、
削
除
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ

1
ス

ト
リ
ヒ
ト
条
約
以
降
の
欧
州
統
合
に
関
す
る
憲
法
上
の
問
題
は
、
基
本
法
第
二
三
条
を
前
提
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
基
本
法
第
二
三
条
の
新
設
に
よ
っ
て
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
つ
い
て
の
議
論
が
意
味
を
失
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
の
国
法
秩
序
に
お
け
る

E
C法
の
優
位
性
に
つ
い
て
の
判
例
お
よ
び
学
説
の
議
論
は
、
ま
さ
に
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
基

づ
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
蓄
積
が
基
本
法
第
二
三
条
に
お
い
て
成
文
化
さ
れ
た
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
。

E
Cは
、
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
っ
て
、
欧
州
連
合
と
い
う
形
に
お
い
て
、
基
本
法
第
二
三
条
に
固
有
の
憲
法
上
の
基
礎
を
獲
得
し

北j去51(4・125)1335



説

た
。
そ
こ
で
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
実
践
的
意
味
は
、
基
本
法
第
二
三
条
の
新
設
に
よ
っ
て
減
少
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
高
権

論

移
譲
の
理
論
、
な
ら
び
に
判
例
お
よ
び
学
説
に
お
け
る
そ
の
憲
法
的
制
限
に
関
す
る
考
察
の
成
果
は
、
基
本
法
第
二
三
条
の
枠
組
に
お
い
て

も
ま
た
役
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
マ

i
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
以
前
の
欧
州
統
合
の
従
来
の
方
法
が
基
本
法
の
枠
内
で
進
行
し

た
か
否
か
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
く
わ
え
て
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
欧
州
連
合
の
構
成
要
素
で

(2) 

は
な
い
、
他
の
国
際
機
構
へ
の
高
権
移
譲
に
つ
い
て
、
重
要
で
あ
り
続
け
る
と
さ
れ
る
。

問
題
は
、

E
C法
と
基
本
法
の
関
係
に
お
い
て
、
欧
州
連
合
の
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
の
特
別
規
定
で
あ
る
新
し
い
基
本
法
第
二
三
条
の
挿

入
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
変
更
が
生
じ
た
か
否
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
基
本
法
第
二
三
条
は
、
超
国
家
機
構
へ
の
一
般
的
権

限
付
与
規
定
と
並
ん
で
欧
州
連
合
の
特
別
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
憲
法
上
の
権
限
付
与
に
基
づ
い
て
ド
イ
ツ
連
邦
共

和
国
の
国
法
秩
序
に
お
け
る

E
C法
の
優
位
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
の
変
更
も
も
た
ら
さ
な
い
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

(
3
)
 

て
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
基
づ
く
議
論
の
成
果
は
意
義
を
失
わ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
眼
前
の
欧
州
連
合
の
た
め
に
従
来
の
議
論
を
集
大
成
し
て
起
草
さ
れ
た
基
本
法
第
二
三
条
よ
り
も
、
国
際
機
構
一
般
を
対
象
と
す

る
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
、
そ
し
で
そ
の
簡
潔
な
規
定
か
ら
国
内
法
に
対
す
る

E
C
法
の
優
位
に
つ
い
て
の
憲
法
上
の
根
拠
お
よ
び
限
界

を
考
察
し
て
き
た
議
論
の
方
が
、
本
稿
の
関
心
に
は
適
合
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
4
)
 

し
た
が
っ
て
、
以
下
に
お
い
て
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
を
巡
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
議
論
が
検
討
の
中
心
と
な
る
。

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
と
国
法
秩
序
の
国
際
法
調
和
性

一
般
に
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
「
統
合
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
同
権
を
も
っ
た
一
員
と
し
て
世
界
の
平
和
に
奉
仕
し
ょ

北法51(4・126)1336



国法体系における憲法と条約(4) 

う
と
す
る
決
意
」
を
表
明
す
る
基
本
法
前
文
、
基
本
法
第
一
条
第
二
項
、
第
九
条
第
二
項
、
第
二
五
条
、
第
二
六
条
、
第
五
九
条
第
二
項
、

第
一

O
O
条
第
二
項
等
、
さ
ら
に
現
在
で
は
第
二
三
条
と
と
も
に
、
基
本
法
に
お
け
る
国
法
秩
序
の
国
際
法
調
和
性
の
現
れ
と
さ
れ
る
。
基

(5) 

本
法
の
基
本
的
態
度
と
し
て
の
国
法
秩
序
の
国
際
法
調
和
性
は
、
「
国
際
的
開
放
性
」
と
も
表
現
さ
れ
、
閉
じ
ら
れ
た
国
民
国
家
の
観
念
に

(
6
)
 

対
し
て
、
「
開
放
国
家
性
」
の
理
念
を
唱
え
た
見
解
を
淵
源
と
す
る
。
学
説
か
ら
ほ
ぼ
例
外
な
く
賛
同
を
得
た
こ
の
見
解
は
、
「
国
際
的
協
力

に
つ
い
て
の
基
本
法
の
憲
法
的
決
定
」
と
し
て
、
他
の
国
家
と
の
協
力
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
準
備
お
よ
び
組
織
的
に
構
成
さ
れ
た
国
際
的

(
7
)
 

共
同
体
へ
の
参
加
に
つ
い
て
の
基
本
法
の
決
定
を
、
第
二
四
条
第
一
項
が
明
確
に
表
現
し
て
い
る
と
し
た
。

つ
ま
り
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
は
協
調
的
な
成
員
と
し
て
国
際
機
構
に
対
応
す
る
準
備
が
あ
る
こ
と
を

確
認
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
基
本
法
か
ら
看
取
さ
れ
る
国
法
秩
序
の
国
際
法
調
和
性
を
基
調
と
し
て
、

(8) 

国
際
的
協
力
に
つ
い
て
の
憲
法
的
決
定
を
明
丈
を
も
っ
て
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
お
け
る
「
国
際
的
協

力
に
つ
い
て
の
基
本
法
の
憲
法
的
決
定
」
は
、
前
掲
の
基
本
法
の
諸
規
定
か
ら
導
か
れ
る
一
般
的
憲
法
原
則
と
し
て
の
国
際
法
調
和
性
の
原

(

9

)

(

ω

)

 

則
と
と
も
に
、
国
法
秩
序
の
国
際
法
調
和
性
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

基
本
法
第
二
四
条
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
に
お
け
る
協
力
形
式
が
国
際
条
約
の
従
来
通
り
の
手
段
を
も
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

第
一
項
は
、
国
際
的
協
力
の
構
築
に
お
け
る
「
質
的
飛
躍
」
に
つ
い
て
の
権
限
を
付
与
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
基
本
法
第
一
一
四
条

第
一
項
は
、
固
有
の
高
権
を
伴
う
国
際
機
構
を
創
設
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
国
際
機
構
の
法
は
、
国
家
の
支
配
領

域
に
も
直
接
的
か
つ
優
越
的
な
法
的
効
力
を
発
揮
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
超
国
家
機
構
を
創
設
す
る
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
は
、

(
日
)

基
本
法
の
国
際
的
開
放
性
の
最
大
の
表
明
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

北法51(4・127)1337

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
解
釈



説

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
憲
法
上
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
規
定
を
瞥
見
し
て
お
く
こ
と
と

す
る
。

員命

川
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
法
的
性
格

(ロ)

初
期
に
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
を
、
単
な
る
政
策
の
宣
言
と
の
み
解
す
る
説
も
唱
え
ら
れ
た
。
こ
の
見
解
は
、
国
際
機
構
の
創
設

(
日
)

に
つ
い
て
、
国
家
に
は
な
ん
ら
特
別
の
憲
法
上
の
権
限
付
与
も
必
要
で
は
な
い
と
い
う
思
考
か
ら
導
か
れ
る
。
し
か
し
、
基
本
法
第
二
四
条

第
一
項
の
国
際
的
協
力
に
つ
い
て
の
憲
法
的
決
定
は
、
国
際
関
係
の
形
成
に
関
す
る
非
拘
束
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は

(

は

)

(

お

)

な
い
。
今
日
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
は
法
的
な
効
力
が
帰
属
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
広
範
な
一
致
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
基
本

(
凶
)

法
第
二
四
条
第
一
一
項
に
は
国
家
目
的
規
定
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
学
説
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
国
家
目
的

(
げ
)

規
定
と
し
て
の
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
基
本
権
制
限
の
具
体
化
に
際
し
で
も
重
大
な
意
義
を
有
し
、
ま
た
、
他
の
憲
法
規
定
と
の
体

(
日
目
)

系
的
な
解
釈
の
枠
内
に
お
い
て
効
力
を
発
揮
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
高
権
移
譲
に
つ
い
て
の
権
限
付
与

(
問
)

の
根
拠
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
る
。

凶
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
と
実
質
的
な
憲
法
改
正

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
る
高
権
の
移
譲
は
、

(
初
)

一
種
の
憲
法
制
定
あ
る
い
は
実
質
的
な
憲
法
改
正
で
あ
る
と
し
、
し
か
も
、
基
本
法

第
七
九
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
の
定
め
る
手
続
に
依
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
の
制
約
を
受
け
な
い
、
と
す
る
見

解
も
唱
え
ら
れ
た
。

目
的
論
的
解
釈
に
よ
っ
て
、
基
本
法
か
ら
の
逸
脱
に
つ
い
て
の
正
当
化
理
由
を
、
さ
も
な
け
れ
ば
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
っ
て
追

北j去51(4・128)1338



国法体系における憲法と条約 (4) 

(
幻
)

求
さ
れ
た
統
合
が
不
可
能
と
な
る
こ
と
に
求
め
る
見
解
も
存
在
し
た
。

(
幻
)

さ
ら
に
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
機
能
は
、
憲
法
破
致
に
つ
い
て
の
権
限
付
与
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
主
張
の
内
実
は
、
「
実
質
的
な
憲
法
改
正
」
が
、
基
本
法
第
七
九
条
第
一
一
環
お
よ
び
第
二
項
に
よ
ら
ず
に
、
通
常
の
連
邦
法
律
に

(
幻
)

よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
る
。
学
説
の
大
部
分
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
一
項
が
実
質
的
な
憲
法
破
段
に
つ
い
て

(M) 

の
根
拠
と
な
り
う
る
こ
と
を
認
め
て
は
お
ら
ず
、
高
権
を
移
譲
す
る
立
法
者
も
ま
た
基
本
法
に
拘
束
さ
れ
る
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
点
は
、
第
七
九
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
の
手
続
に
よ
ら
ず
に
実
質
的
な
憲
法
改
正
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
に
、
「
憲
法
破
段
」
と
い
う

(
お
)

概
念
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

学
説
の
多
く
は
、
憲
法
は
国
家
領
域
内
部
で
の
ド
イ
ツ
国
家
権
力
の
排
他
性
の
要
求
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
外
部
の
主
体
に
よ
る

(
お
)

高
権
の
行
使
は
常
に
実
質
的
な
憲
法
改
正
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
前
提
と
さ
れ
た
排
他
性
要
求
に
つ
い
て
は
、

(
幻
)

基
本
法
に
お
い
て
何
ら
の
言
及
も
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
高
権
移
譲
が
実
質
的
な
憲
法
改
正
的
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い

(お

)(m)

て
、
基
本
法
上
の
権
限
秩
序
な
い
し
権
限
配
分
の
変
更
に
注
目
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
る
。
ま
た
、
異
な
る
憲
法
を
有
す
る
諸
国
家
の
共
同

体
に
対
す
る
高
権
移
譲
は
、
個
々
の
構
成
国
が
自
ら
の
憲
法
の
す
べ
て
の
規
定
を
国
際
機
構
に
お
い
て
も
有
効
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

(
ぬ
)

い
う
帰
結
を
伴
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
限
り
で
、
憲
法
の
修
正
が
予
想
さ
れ
て
い
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

高
権
移
譲
が
必
然
的
に
実
質
的
な
憲
法
改
正
を
も
た
ら
す
と
い
う
問
題
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
が
高
権
を
具
備
す
る
国
際
機
構
へ

の
参
加
を
許
容
す
る
こ
と
の
明
確
化
を
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
移
譲
に
よ
っ
て
実
質
的
な
憲
法
改

正
が
生
じ
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
内
容
的
限
界
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
基
本
法
は
、
一
方
で
高
権
の
移
譲

に
つ
い
て
、
他
方
で
国
際
機
構
の
定
立
す
る
法
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
か
の
限
界
を
設
定
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
目
的
な
い
し
機
能
に
関
わ
る
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
法
的
効
果
の
内
容
的
制
限
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と

北法51(4・129)1339



説

(
訂
)

さ
れ
る
。「

法
律
に
よ
り
」

北法51(4・130)1340

論

9
d
 基

本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
「
法
律
に
よ
り
」
高
権
を
移
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
法
律
」
は
、
形
式
的

な
意
味
に
お
け
る
連
邦
法
律
で
あ
る
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
高
権
移
譲
は
実
質
的
な
憲
法
改
正
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
憲
法
改
正
の
た
め
の
法
律
に
つ
い
て
の
基
本
法
第
七
九
条
第
二
項
が
定
め
る
特
別
の
多
数
決
要
件
の
適
用
を
導

(
幻
)

く
も
の
で
は
な
い
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
基
づ
く
法
律
は
、
通
常
の
立
法
手
続
に
お
い
て
制
定
さ
れ
る
。

一
つ
の
法
律
が
制
定
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
律
は
、
三
つ
の
機
能
を
満
足
し
て
い
る

と
さ
れ
る
。
第
一
に
、
基
本
法
第
五
九
条
第
二
項
が
適
用
さ
れ
る
通
常
の
条
約
と
同
様
に
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
国
際
機
構
に
関
す
る
条

約
の
締
結
に
つ
い
て
の
議
会
の
同
意
が
与
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
こ
の
法
律
は
、
当
該
条
約
を
国
内
的
に
適
用
可
能
に
す
る
と
い
う
効
果
を

高
権
移
譲
に
際
し
て
は
、

も
た
ら
す
。
さ
ら
に
、
第
一
一
一
に
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
国
際
機
構
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
法
に
つ
い
て
の
国
内
機
関
に
対
す
る
法
適
用
命

(
お
)

令
が
与
え
ら
れ
る
。
通
常
は
基
本
法
第
五
九
条
第
二
項
の
下
に
あ
る
立
法
者
に
、
国
際
機
構
の
法
の
国
内
法
に
対
す
る
優
位
を
認
め
る
可
能

(M) 

性
を
与
え
る
た
め
に
は
、
通
常
法
律
た
る
同
意
法
律
よ
り
も
高
位
の
規
範
に
よ
る
、
し
た
が
っ
て
憲
法
に
よ
る
権
限
付
与
が
必
要
な
の
で
あ
句

二
次
的
E
C
法
に
つ
い
て
は
、
基
本
法
第
五
九
条
第
二
項
第
一
文
に
よ
る
条
約
締
結
と
は
異
な
り
、
通
常
の
条
約
の
よ
う
な
同
意
法
律
は

逐
一
制
定
さ
れ
な
い
。
国
際
機
構
が
高
権
を
移
譲
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
国
際
機
構
の
個
々
の
法
定
立
行
為
に
つ
い
て
の
具
体
的
な

立
法
者
の
同
意
の
意
思
確
認
は
存
在
し
な
い
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
定
め
ら
れ
た
法
律
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
法
適
用
命
令
は
、
設

(
お
)

立
条
約
な
ど
の
一
次
法
お
よ
び
国
際
機
構
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
二
次
法
の
双
方
を
対
象
と
す
る
。



「
高
権
を
移
譲
す
る
」

国法体系における憲法と条約 (4) 

A
官

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
い
う
「
高
権
」
と
は
、
個
別
的
な
国
家
権
力
と
し
て
の
主
権
的
権
利
を
意
味
す
る
。
国
内
法
的
な
観
点
で
は
、

(
お
)

高
権
の
行
使
は
、
公
権
力
の
行
使
と
同
義
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
「
移
譲
」
と
い
う
文
言
が
誤
解
を
招
き
や
す
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
「
移
譲
」
と
い
う
文
言
は
、
囲
内
機

関
の
権
限
の
一
部
分
が
国
際
機
構
に
「
移
転
」
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
受
け
と
ら
れ
や
す
い
。
そ
の
場
合
、
国
際
機
構
の
有
す
る
こ
と
と
な

る
高
権
は
、
各
構
成
固
か
ら
「
移
転
」
さ
れ
た
も
の
の
総
和
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
囲
内
機
関
か
ら
「
移
譲
」

さ
れ
た
結
果
と
し
て
国
際
機
構
が
有
す
る
高
権
は
、
各
構
成
国
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
制
限
を
付
さ
れ
た
高
権
の
寄
せ
集
め
と
な
り
、
有
効
な

高
権
行
使
が
困
難
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
国
際
機
構
を
創
設
す
る
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
自
体
の
目
的
に
も
反
す
る
こ
と
と
な

(
幻
)

る
。
そ
こ
で
、
国
際
機
構
の
創
設
を
も
っ
て
、
固
有
の
、
「
移
転
」
さ
れ
た
の
で
は
な
い
権
限
を
有
す
る
新
た
な
高
権
保
持
者
が
成
立
し
て

い
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
新
た
な
高
権
保
持
者
た
る
国
際
機
構
に
よ
る
構
成
田
の
領
域
内
で
の
高
権
行
使
を
容
認
す
る
、
と
い
う
の
が
高
権

移
譲
の
意
義
に
つ
い
て
の
現
在
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は
、
国
際
機
構
が
構
成
国
の
協
力
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
と
い
う
事

(
お
)

情
に
よ
っ
て
も
、
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
さ
れ
る
。

高
権
移
譲
の
本
質
的
な
指
標
は
、
国
際
機
構
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
内
部
で
、
そ
の
国
民
に
対
し
て
、
直
接
的
な
法
的
関
係
を
持
ち
、

(
ぬ
)

そ
の
法
的
行
為
を
貫
徹
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
基
礎
に
あ
る
国
法
秩
序
の
国
際
法
調
和
性
な
い
し
国
際
的
開
放

性
は
、
「
主
権
の
鎧
」
を
ま
と
っ
た
閉
鎖
的
な
統
一
体
と
し
て
の
国
家
で
は
な
く
、
外
部
か
ら
の
高
権
行
使
に
対
し
て
国
法
秩
序
を
開
放
す

る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
そ
の
よ
う
な
国
際
的
協
力
に
つ
い
て
の
憲
法
的
決
定
に
よ
っ
て
、
高
度
の

国
際
的
協
力
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
い
う
高
権
の
移
譲
が
問
題
と
な
る
国
際
機
構
と
は
、

そ
の
設
立
文
書
に
お
い
て
、
加
盟
国
の
囲
内
に
お
け
る
国
際
機
構
の
法
的
行
為
の
貫
徹
が
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
、

北法51(4・131)1341 



説

-
E
C法
に
つ
い
て
言
え
ば
、
優
位
要
求
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
構
成
固
に
お
け
る
統
一
的
適
用
を
求
め
る
、

共
同
体
機
能
確
保
の
要
請
で
あ
る
。
構
成
国
が
そ
の
囲
内
に
お
け
る
国
際
機
構
の
法
的
の
行
為
を
一
方
的
に
排
除
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
国
法
体
系
に
お
け
る
国
家
権
力
の
排
他
性
は
原
理
的
に
侵
害
さ
れ
て
お
ら
ず
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
い
う
高
権

(ω) 

の
移
譲
は
生
じ
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
。

論

国
法
体
系
に
お
け
る

E
C法
の
優
位
と
い
う
事
象
も
、
優
位
要
求
の
内
在
す
る

E
C
法
が
憲
法
に
よ
る
国
法
秩
序
の
開
放
を
受
け
て
囲
内

に
お
い
て
貫
徹
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

E
C
な
い
し

E
C
法
秩
序
の
自
律
性
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
国
際
機
構
は
、

E

(
引
)

C
に
限
ら
ず
一
般
に
、
な
ん
ら
か
の
程
度
で
自
律
的
な
意
思
形
成
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
従
来
の
他
の
国
際
機
構
と
の
相
違
は
、

E
C法
に

は
優
位
要
求
が
内
在
し
、
そ
れ
が
構
成
固
に
お
い
て
貫
徹
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
い
う
「
移
譲
」
は
、
移
転
と
い
う
意
味
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
の
で
、
「
何
人
も
自
己
の

有
す
る
権
利
以
上
の
も
の
を
譲
り
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
原
則
を
転
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
い
う
国

際
機
構
は
基
本
法
の
基
本
権
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
論
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
わ
ゆ
る
抵
当
権
理
論
の
構
成
は
否
定

(
必
)

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
抵
当
権
理
論
と
は
、
国
際
機
構
へ
の
高
権
の
移
譲
に
際
し
て
、
当
該
高
権
に
課
さ
れ
て
い
た
憲
法
上
の
制
約
が
、
抵
当

権
が
目
的
物
の
移
転
に
随
伴
す
る
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
国
際
機
構
に
引
き
継
が
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
抵
当
権
理
論
の
拒
絶

は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
る
高
権
移
譲
ま
た
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
内
に
お
け
る
国
際
機
構
に
よ
る
高
権
の
行
使
は
制
限
の
な
い

(
必
)

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
国
際
機
構
の
高
権
が
移
転
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
新
た
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て

も
、
国
内
に
お
け
る
国
際
機
構
の
高
権
行
使
を
許
容
し
て
い
る
の
は
憲
法
で
あ
り
、
そ
の
高
権
行
使
に
は
憲
法
上
の
制
約
が
及
ぶ
と
解
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
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同
「
国
際
機
構
に
」

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
「
国
際
機
構
」
へ
の
高
権
移
譲
を
許
容
す
る
が
、
高
権
移
譲
の
対
象
と
な
る
国
際
機
構
に
つ
い
て
は
、
地
理

的
に
も
機
能
的
に
も
明
文
の
制
限
を
設
け
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
後
述
の
よ
う
に
、
高
権
移
譲
の
対
象
と
な
る
国
際
機
構
が
具
備
す
べ
き
性

質
に
つ
い
て
、
基
本
法
の
体
系
的
解
釈
に
よ
っ
て
制
約
が
導
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
国
際
機
構
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
他
の
国
家
へ
の
高

(ω) 

権
移
譲
は
許
容
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
。

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
最
も
重
要
な
適
用
事
例
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
E
C
で
あ
る
。

E
C
以
外
で
は
、
本
稿
で
も
連
邦
憲
法
裁
判

所
判
例
を
検
討
し
た
際
に
触
れ
た
回
肖

2
8
5
-
も
ま
た
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
適
用
事
例
で
あ
る
。

N
A
T
O
(北
大
西
洋
条
約

(
必
)

機
構
)
が
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

N
A
T
O
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
に
お
い

て
は
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
意
味
に
お
け
る
国
際
機
構
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
学
説
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
否
定
的
な
見
解
が
有
力
で

(
必
)

あ
る
c

国法体系における憲法と条約 (4) 

四

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
二
つ
の
問
題
領
域

こ
の
よ
う
な
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
が
営
む
機
能
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
二
つ
の
側
面
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
と
り

わ
け
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
限
界
の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
は
、
二
つ
の
問
題
群
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

ω
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
機
能

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
国
際
機
構
へ
の
高
権
移
譲
に
つ
い
て
の
権
限
を
付
与
し
て
い
る
が
、
同
時
に
国
法
秩
序
に
お
け
る
国
際
機

北法51(4・133)1343 
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構
の
法
の
優
位
性
を
承
認
す
る
機
能
も
果
た
し
て
い
る
。
基
本
法
第
一
一
四
条
第
一
項
が
明
文
で
規
定
し
て
い
る
の
は
国
際
機
構
へ
の
高
権
の

移
譲
の
み
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
国
法
秩
序
に
お
け
る
国
際
機
構
の
法
の
優
位
性
が
導
出
さ
れ
る
。
国
際
機
構
の
実
効
的
な
機
能
遂
行
の
た

め
に
国
際
機
構
の
法
に
内
在
す
る
優
位
要
求
は
、
憲
法
に
よ
る
国
法
秩
序
の
開
放
に
よ
っ
て
、
国
内
的
に
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
国
内
法
に
対
す
る

E
C法
の
優
位
性
は
、

E
C法
自
体
か
ら
判
明
す
る
の
で
は
な
く
、
構
成
固
た
る
連
邦
共
和
国
に
よ
っ
て
は
じ

(
灯
)

め
て
、
そ
の
基
盤
が
創
設
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
憲
法
構
造
に
お
け
る
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
重
要
な
機
能
は
、

国
法
体
系
の
外
部
で
定
立
さ
れ
る
法
お
よ
び
そ
の
効
力
の
根
拠
と
な
る
規
範
に
つ
い
て
の
、
特
別
の
国
内
的
な
法
適
用
命
令
を
発
す
る
こ
と

(
必
)

に
つ
い
て
の
権
限
付
与
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
憲
法
に
対
す
る

E
C
法
の
優
位
が
ど
こ
ま
で
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
い
か
な
る
範
囲(ω) 

で
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は

E
C
法
を
憲
法
上
の
拘
束
か
ら
解
放
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

(
卯
)

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
国
際
機
構
の
法
の
国
内
法
に
対
す
る
優
位
を
容
認
す
る
こ
と
ま
で
を
も
強
制
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

初
期
の
文
献
に
お
い
て
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
は
国
際
機
構
の
法
と
囲
内
法
と
の
関
係
に
お
け
る
地
位
規
定
な
い
し
は
抵
触
規
則

(
日
)

が
含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
規
定
の
文
言
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
つ
い
て
、
な
ん

(
臼
)

ら
の
手
が
か
り
も
提
供
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
今
日
、
国
際
機
構
の
法
の
優
位
性
に
つ
い
て
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
か
ら
直
接
生

ーユム
両間

じ
る
の
で
は
な
く
、
国
際
機
構
の
法
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
法
適
用
命
令
と
の
関
係
に
お
い
て
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項

は
、
法
律
に
よ
っ
て
高
権
を
移
譲
す
る
立
法
者
に
、
国
際
機
構
の
設
立
条
約
に
内
在
す
る
優
位
要
求
に
同
意
す
る
権
限
、
お
よ
び
優
位
要
求

を
伴
う
国
際
機
構
の
法
に
つ
い
て
の
法
適
用
命
令
を
発
す
る
権
限
を
付
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

E
C法
の
国
内
適
用
の
基
礎
は

国
内
法
に
あ
り
、
優
位
性
を
含
む

E
C法
の
拘
束
力
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
っ
て
直
接
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

(
臼
)
(
臼
)

E
C条
約
に
つ
い
て
の
同
意
法
律
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
法
適
用
命
令
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
際
的
協
力
に
つ
い
て
の
憲
法
的
決
定
を
示
す
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
は
国
際
機
構
の
法
の
優
位
性
に
つ
い
て
の
明

北法51(4・134)1344



文
の
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
国
法
秩
序
の
国
際
法
調
和
性
と
い
う
基
本
法
の
基
本
的
態
度
を
基
調
と
す
る
解
釈
に
よ
っ
て
、
高
権
移
譲
の

本
旨
(
国
際
機
構
が
定
立
す
る
法
の
国
内
的
貫
徹
)
な
い
し
は
実
効
性
確
保
(
共
同
体
機
能
確
保
)
と
い
う
観
点
か
ら
、
国
際
機
構
の
法
の

国
内
法
に
対
す
る
優
位
が
帰
結
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
明
文
に
規
定
さ
れ
た
高
権
移
譲
に
つ
い
て
の
権
限
付
与
と
並
ん
で
、

(
日
)

国
法
秩
序
の
開
放
と
い
う
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
重
要
な
機
能
と
解
さ
れ
る
。

E
C
法
の
絶
対
的
優
位
論
に
立
脚
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
、

E
C
法
は
移
譲
さ
れ
た
領
域
に
お
い
て
構
成
田
の
意
思
か
ら
独
立
し
て
妥
当
す

る
の
で
あ
り
、
憲
法
上
の
権
限
付
与
に
基
づ
く
優
位
の
受
容
は
跡
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
も
ま
た
、

E
C法
は
移
譲
さ
れ
た
管
轄
領
域
に
お
い
て
ド
イ
ツ
法
秩
序
に
対
し
て
優
位
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

で
い
わ
れ
る
優
位
性
も
、
ニ
疋
の
領
域
に
つ
い
て
の
管
轄
権
を
超
国
家
機
構
に
移
譲
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項

(
節
)

の
権
限
付
与
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
主
張
も
ま
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
共

(
幻
)

和
国
の
国
法
秩
序
に
お
け
る

E
C法
の
優
位
は
基
本
法
に
依
拠
し
て
い
る
、
と
い
う
基
本
的
な
認
識
か
ら
逸
脱
し
て
は
い
な
い
と
さ
れ
る
。

国法体系における憲法と条約 (4) 

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
権
限
付
与
は

E
C
の
創
設
に
の
み
関
連
し
、
そ
の
存
続
お
よ
び
そ
の
法
秩
序
の
内
容
に
つ
い
て
は
い
か
な
る

種
類
の
効
力
も
有
し
な
い
、
と
い
う
主
張
が
提
出
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
は
、
憲
法
上
の
権
限
付
与
に
よ
る

E
C法
の
優
位
、
あ
る
い
は
少
な

(
関
)

く
と
も
構
成
国
憲
法
の
協
力
に
よ
る

E
C法
の
優
位
を
、
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
し
か
し
、
そ
の
固
有
の
意
思
に
よ
っ
て
国
法

秩
序
が
国
際
機
構
に
対
し
て
聞
か
れ
る
な
ら
ば
、
原
則
と
し
て
、
開
放
と
い
う
事
実
そ
れ
自
体
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
開
放
の
規
模
も
ま
た
、

(
日
)

当
該
国
法
秩
序
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
。

な
お
、

E
C法
の
優
位
は
、
矛
盾
す
る
国
内
法
規
定
を
単
に
適
用
不
可
能
に
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
矛
盾
す
る
当
該
国
内
法

は
、
絶
対
的
に
無
効
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
矛
盾
す
る
当
該
国
内
法
は
、
当
該
E
C法
が
何
ら
か
の
理
由
で
効
力
を
失
っ
た

(ω) 

場
合
に
は
、
再
び
適
用
可
能
と
な
る
。
と
り
わ
け
基
本
法
と
の
関
係
で
は
、
専
ら
こ
の
適
用
上
の
優
位
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

北法51(4・135)1345
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E
C
法
が
基
本
法
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
う
る
か
、
あ
る
い
は
逆
に
、
憲
法
か
ら
の
逸
脱
が
基
本

法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
許
容
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
基
本
法
の
全
部
ま
た
は

(
引
)

一
部
の
絶
対
的
な
無
効
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
考
察
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

北j去51(4・136)1346

基
本
法
と
の
関
係
に
お
け
る
問
題
は
、

論

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
限
界

。，“

国
法
秩
序
に
お
け
る

E
C
法
の
優
位
に
つ
い
て
の
憲
法
上
の
限
界
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
関
す
る
主
要
な
問
題
で
あ
り
、
今
日

ま
で
激
し
く
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
、
二
つ
の
問
題
群
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
第
一
に
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
る
国

際
機
構
へ
の
高
権
移
譲
に
つ
い
て
の
立
法
者
の
裁
量
が
い
か
な
る
制
約
の
下
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
第
二
に
、
国
際
機
構
に
よ
っ

て
定
立
さ
れ
た
法
の
、
ド
イ
ツ
の
国
法
体
系
に
お
け
る
適
用
可
能
性
、
と
り
わ
け
基
本
法
に
対
す
る
優
位
に
つ
い
て
い
か
な
る
制
限
が
憲
法

(

何

回

)

上
設
定
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
の
論
争
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
定
め
に
基
づ
き
法
律
に
よ
っ
て
高

権
移
譲
を
行
う
立
法
者
の
憲
法
上
の
拘
束
の
問
題
か
ら
、

(ω) 

重
心
を
移
動
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。

E
C法
の
、
と
り
わ
け
二
次
的
E
C法
の
憲
法
へ
の
拘
束
と
い
う
問
題
に
、
そ
の

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
っ
て
国
際
機
構
へ
の
高
権
の
移
譲
が
基
礎
づ
け
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
国
際
機
構
の
法
的
行
為
の
囲
内
的
貫

徹
に
対
し
て
国
法
秩
序
が
開
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
囲
内
法
に
対
す
る

E
C法
の
優
位
が
実
現
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
基
づ
く
E
C法
の
優
位
に
も
限
界
が
存
在
す
る
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
自
体
は
、
な
ん
ら
か
の
限
界
を
明

文
を
も
っ
て
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
規
定
と
し
て
の
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
は
、
憲
法
の
体
系
的
解
釈
か
ら

導
か
れ
る
限
界
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。
基
本
法
は
、
国
法
秩
序
の
国
際
法
調
和
性
を
背
景
と
し
て
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
規
定
を
用

意
し
て
い
る
が
、
他
方
で
、
憲
法
改
正
に
つ
い
て
限
界
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
聞
の
緊
張
関
係
は
、
憲
法
の
条
文
自
体
に
基
礎
を



(ω) 

置
い
て
お
り
、

E
C条
約
の
規
定
や
欧
州
裁
判
所
ま
た
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
だ
け
で
は
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
も
言
わ
れ
る
。

国
際
機
構
へ
の
高
権
移
譲
が
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
限
界
を
超
え
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
移
譲
さ
れ
た
高
権
に

基
づ
く
国
際
機
構
の
行
為
は
、
国
法
体
系
に
お
い
て
拘
束
力
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
国
際
機
構
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
法
が
基

本
法
に
抵
触
す
る
場
合
に
、
そ
れ
が
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
認
め
る
限
界
を
超
え
て
い
る
と
さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
よ
う
な
国
際
機

構
の
法
に
つ
い
て
は
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
違
反
と
し
て
園
内
的
な
法
適
用
命
令
の
効
力
が
及
ば
な
い
こ
と
と
な
り
、
国
法
体
系
に
お
け

る
拘
束
力
が
否
定
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

E
C法
を
適
用
・
執
行
す
る
義
務
を
負
う
国
内
機
関
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
違
反
を
理

(
日
)

由
と
し
て
、
適
用
義
務
を
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
限
界
が
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
群
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
以
下
に
検
討
す
る
。

第

款

高
権
移
譲
の
限
界

国法体系における憲法と条約 (4) 

高
権
移
譲
の
対
象
た
る
国
際
機
構
に
つ
い
て
の
制
限

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
法
律
に
よ
っ
て
国
際
機
構
に
高
権
を
移
譲
す
る
際
に
、
国
際
機
構
へ
の
高
権
の
移
譲
に
つ

い
て
立
法
者
に
ど
の
程
度
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
高
権
移
譲
の
対
象
た
る
国
際
機
構
に
つ
い
て
制
限
は
あ
る
か
、
と
い

う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

(1) 

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項

北法51{4・137)1347



説

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
る
高
権
移
譲
の
対
象
た
る
国
際
機
構
に
、
な
ん
ら
か
の
制
限
が
存
在
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。

に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
高
権
が
移
譲
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
国
際
機
構
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
二
項
お
よ
び
基
本
法
第
二
六
条
の
平
和

(
印
)

目
的
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自主

北法51(4・138)1348

論

一
部
に
は
、
そ
れ
以
上
の
実
質
的
な
拘
束
の
存
在
を
否
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
基
本
法
制
定
者
は
そ
う
し
た
広
い
権
限
付

(

肝

)

(

侃

)

与
を
宣
言
し
て
い
る
と
い
う
制
定
過
程
、
基
本
法
第
二
四
条
第
二
項
お
よ
び
基
本
法
第
二
六
条
か
ら
の
反
対
解
釈
等
に
よ
っ
て
も
理
由
づ
け

ら
れ
る
が
、
と
り
わ
け
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
お
け
る
高
権
移
譲
に
つ
い
て
の
明
文
に
よ
る
制
限
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
国
際
機

(ω) 

構
の
性
格
お
よ
び
構
造
に
つ
い
て
い
か
な
る
要
求
も
提
示
さ
れ
て
い
な
い
と
解
す
る
見
解
が
注
目
さ
れ
る
。

し
か
し
、
基
本
法
の
統
一
的
解
釈
の
要
請
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
否
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
も
、
他

の
基
本
法
規
定
、
と
り
わ
け
基
本
法
第
七
九
条
第
二
一
項
と
調
和
す
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

。，“
高
権
移
譲
の
対
象
た
る
国
際
機
構
に
は
基
本
法
が
定
め
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
制
度
と
の
聞
に
構
造
上
の
一
致
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

(
初
)

と
い
う
主
張
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
具
体
的
な
帰
結
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
存
在
す
る
。
主
題
的
に
は
、
二
つ
の

問
題
領
域
が
識
別
さ
れ
う
る
。
第
一
に
、
機
構
・
制
度
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
要
求
を
国
際
機
構
は
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

と
い
う
問
題
領
域
で
あ
る
。
第
二
に
、
基
本
法
の
基
本
権
の
顧
慮
は
い
か
な
る
程
度
に
お
い
て
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い

構
造
上
の
一
致
の
要
請

う
問
題
領
域
で
あ
る
。

(
九
)

第
一
の
問
題
領
域
に
つ
い
て
は
、
こ
の
「
構
造
上
の
一
致
」
の
主
張
は
早
く
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
論
者
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ

で
は
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
が
、
構
造
上
の
要
求
を
導
き
出
す
際
の
中
心
的
規
定
で
あ
る
。
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
は
、
「
こ
の
基
本



法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
連
邦
制
に
よ
る
州
の
編
成
、
立
法
に
際
し
て
の
州
の
原
則
的
協
力
、
又
は
第
一
条
及
、
ぴ
第
二

O
条
に
定
め
ら
れ
て
い

る
原
則
に
触
れ
る
こ
と
は
、
許
容
さ
れ
な
い
」
と
す
る
。
そ
こ
で
、
基
本
法
第
二

O
条
に
規
定
さ
れ
た
権
力
分
立
の
原
理
は
基
本
法
第
七
九

条
第
三
項
が
定
め
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
不
可
欠
の
基
礎
に
属
す
る
と
し
た
う
え
で
、
基
本
法
の
す
べ
て
の
規
定
は
基
本
法
第
七
九
条
第

三
項
と
整
合
的
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
る
高
権
移
譲
も
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
に
優
越
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
、
欧
州
統
合
の
推
進
と
い
う
政
治
的
考
慮
の
下
で
も
、
こ
の
構
造
上
の
一
致
の
要
請
は
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
基
本
法
第
二

O
条
と
の
結
び
つ
き
に
お
け
る
第
七
九
条
第
三
項
と
と
も
に
、
「
州
に
お
け
る
憲
法
的
秩
序
は
、
こ
の
基
本
法
の

国法体系における憲法と条約 (4) 

意
味
に
即
し
た
共
和
制
的
、
民
主
的
及
び
社
会
的
な
法
治
国
の
諸
原
理
に
合
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
基
本
法
第
二
八
条
第

一
項
第
一
文
の
規
定
か
ら
類
推
し
て
、
高
権
移
譲
が
許
容
さ
れ
る
国
際
機
構
の
機
関
は
、
基
本
法
に
基
づ
く
囲
内
機
関
に
構
造
的
に
一
致
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
連
邦
は
高
権
を
国
際
機
構
に
移
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
基
本

法
第
二
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
国
内
機
関
か
ら
、
そ
れ
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
対
応
す
る
国
際
機
構
の
機
関
へ
の
高
権

(η) 

移
譲
を
定
め
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
構
造
上
の
一
致
」
の
中
心
的
な
意
味
は
、
国
際
機
構
に
対
し
て
高
権
を
移
譲
す
る

国
内
機
関
が
本
来
有
す
る
権
限
の
範
囲
を
超
越
す
る
権
限
を
国
際
機
構
の
機
関
が
有
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
、

国
際
機
構
に
お
い
て
基
本
法
の
制
度
に
お
け
る
の
と
同
じ
範
囲
お
よ
び
同
じ
形
式
に
お
け
る
権
力
分
立
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ

る
。
と
り
わ
け
、
執
行
権
の
民
主
的
・
議
会
的
統
制
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
か
っ
、
立
法
権
が
行
政
機
関
ま
た
は
司
法
機

(
刀
)

関
に
移
譲
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。

(
丸
)

し
か
し
、
「
構
造
上
の
一
致
」
の
主
張
に
は
、
既
に
多
く
の
批
判
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
反
論
は
、
国
際
機
構
は
、
そ
の
構
造
に

(
お
)

お
い
て
、
と
り
わ
け
権
力
分
立
に
関
し
て
、
国
家
の
構
造
に
完
全
に
は
合
致
し
な
い
し
合
致
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
す
る
。
民
主
的
お

北法51(4・139)1349



説

(
初
)

よ
び
法
治
国
的
な
憲
法
構
造
は
、
容
易
に
は
、
か
つ
修
正
な
し
に
は
、
国
際
機
構
に
転
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
際

に
、
す
べ
て
の
構
成
田
の
さ
ま
ざ
ま
な
憲
法
上
の
特
異
性
に
完
全
に
配
慮
す
る
こ
と
は
、
欧
州
統
合
の
実
現
を
放
棄
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り

か
ね
な
い
。
欧
州
連
合
に
至
る
ま
で
の
実
際
の
展
開
は
、
基
本
法
の
憲
法
構
造
か
ら
の
一
定
の
逸
脱
な
し
に
は
達
成
さ
れ
え
な
か
っ
た
の
で

(η) 

あ
る
。

きム
ロ岡

「
構
造
上
の
一
致
」
の
要
請
の
中
に
は
、
確
か
に
適
切
な
思
考
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
要
請
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項

(
祁
)

の
目
的
の
実
現
が
大
き
く
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
制
限
ま
た
は
修
正
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。

(
乃
)

国
際
機
構
と
構
成
田
と
の
聞
に
「
構
造
的
平
行
性
」
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
国
際
機
構
に
お
い
て
一
般
に
権
力
の
抑
制
・
均
衡
の
仕
組
が

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
こ
の
国
際
機
構
を
形
成
し
て
い
る
国
家
聞
に
価
値
観
の
同
質
性
が
現
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で

(
別
)

あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
十
分
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
は
、
高
度
の
要
請
を
導
き
出
す
根
拠
で
あ
る
よ

(
飢
)

り
も
、
決
し
て
下
回
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
最
低
基
準
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
。

n
t
u
 

第
二
の
問
題
領
域
で
あ
る
基
本
権
保
護
に
関
し
て
は
、
国
際
機
構
と
の
関
係
に
お
い
て
基
本
権
保
護
が
二
つ
の
異
な
る
段
階
で
問
題
と
な

る
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
国
際
機
構
に
対
し
て
高
権
が
移
譲
さ
れ
る
段
階
、
換
言
す
れ
ば
、
高

権
を
行
使
す
る
国
際
機
構
を
設
立
す
る
条
約
を
締
結
す
る
段
階
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
こ
で
扱
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
に
、
国
法
秩
序
の
開
放

を
受
け
て
国
際
機
構
に
よ
る
締
約
囲
内
に
お
け
る
高
権
行
使
が
行
わ
れ
る
段
階
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
国
際
機
構
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た

法
が
囲
内
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
段
階
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
次
款
に
お
い
て
扱
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
二
つ
の
段
階
の
区
別
は
、
前
述
し

(
m
M
)
 

た
二
つ
の
問
題
領
域
の
区
別
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

基
本
法
と
同
等
の
基
本
権
保
護
の
要
請

北法51(4・140)1350



国法体系における憲法と条約 (4)

高
権
移
譲
の
対
象
た
り
う
る
国
際
機
構
が
有
す
べ
き
基
本
権
保
護
と
し
て
は
、
「
国
際
機
構
に
よ
る
基
本
権
保
護
は
、
全
体
と
し
て
基
本

法
の
基
本
格
保
護
と
同
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
基
本
法
の
基
本
権
保

(
幻
)

護
の
体
系
と
等
価
値
の
基
本
権
保
護
の
体
系
を
、
統
合
政
策
上
の
考
慮
に
よ
る
相
対
化
な
し
に
、
国
際
機
構
に
要
求
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。

確
か
に
、
国
際
機
構
に
対
し
て
は
、
国
家
と
同
等
の
民
主
的
制
度
の
下
で
の
立
法
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

ω
o
-
g
m己
決
定
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
な
、
議
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
基
本
権
章
典
の
要
求
を
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
か
ら
導
く
こ

(
以
)

と
も
、
不
適
切
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
基
本
権
保
護
に
つ
い
て
も
、
必
要
な
妥
協
を
可
能
に
し
て
い
る
の

(
お
)

で
あ
る
。
し
か
し
、
国
際
機
構
の
法
定
立
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の
内
容
的
な
制
限
は
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
裁
判
機

(
凹
叩
)

関
の
判
断
に
依
存
す
る
一
般
的
法
原
則
は
、
法
典
化
さ
れ
た
基
本
権
保
護
の
体
系
に
代
替
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
国
際
組
織
は
、
少
な
く
と
も
、
不
可
譲
の
基
本
権
を
、
そ
れ
が
連
邦
共
和
国
に
お
い
て
妥
当
し
て
い
る
の
と
同
等
の
範
囲
に
お
い
て
保

障
す
る
用
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
超
国
家
組
織
の
憲
法
的
構
造
は
、
連
邦
共
和
国
の
憲
法
的
構
造
に
、
と
り
わ
け
権
力
分
立

(
幻
)

の
原
則
の
顧
慮
に
お
い
て
、
十
分
に
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
見
解
は
、
前
述
の
、
制
度
に
つ
い
て
の
構
造
上
の
要
請
と
、

こ
の
同
等
の
基
本
権
保
護
に
つ
い
て
の
要
請
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
も
解
さ
れ
る
。

な
お
、
基
本
法
第
二
三
条
は
、
そ
の
第
一
項
に
お
い
て
、
「
統
合
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、

民
主
的
、
法
治
国
的
、
社
会
的
及
び
連
邦
制
的
な
諸
原
則
並
び
に
補
完
性
の
原
則
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
か
っ
、
こ
の
基
本
法
に
本
質

的
に
匹
敵
す
る
基
本
権
保
護
を
保
障
す
る
、
欧
州
連
合
の
発
展
に
協
力
す
る
」
と
規
定
し
て
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
を
巡
っ
て
展
開
さ

れ
て
き
た
議
論
の
成
果
を
明
文
化
し
て
い
る
。

北法51(4・141)1351 
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権
移
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に
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い
て
の
権
限
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与
の
内
容
的
限
界



説

今
日
、
学
説
の
大
部
分
は
、
高
権
移
譲
に
つ
い
て
の
制
限
と
し
て
、
基
本
法
の
一
定
の
核
心
領
域
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
際
、
多
数
の
見

(
鉛
)

解
が
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
は
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
限
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
が

憲
法
改
正
に
よ
っ
て
も
改
変
で
き
な
い
限
界
を
課
し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
限
界
は
、
い
っ
そ
う
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
通
常
の
立

(
約
)

法
者
に
当
て
は
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
本
来
の
憲
法
改
正
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
制
限
に
は
、
実
質
的
に
憲
法
を
修
正
す
る

号ふ
ロ岡

こ
と
と
な
る
高
権
移
譲
も
、
当
然
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
憲
法
の
統
一
性
お
よ
び
そ
の
本
質
的
内
容
は
、
基

(
川
別
)

本
構
造
に
お
い
て
麻
宿
押
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
を
め
ぐ
る
高
権
移
譲
の
内
容
的
限
界
に
関
す
る
議
論
は
、
次
款
で
扱
う
、
国
際
機
構
に
よ
っ
て
定
立

さ
れ
た
法
の
国
法
秩
序
に
お
け
る
優
位
の
限
界
の
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
れ
以
上
に
、
従
来
の
議
論
に
お
い
て
は
、
高
権
移
譲

に
つ
い
て
の
立
法
者
へ
の
権
限
付
与
の
内
容
的
限
界
の
問
題
と
国
法
秩
序
に
お
け
る

E
C
法
優
位
の
限
界
の
問
題
と
が
、
「
基
本
法
第
二
四

(
引
)

条
第
一
項
の
限
界
」
の
表
題
の
も
と
に
必
ず
し
も
明
確
に
区
別
さ
れ
ず
に
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
を
め
ぐ
る
限
界
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
問
題
が
国
法
体
系
に
お
け
る

E
C法
の

適
用
に
際
し
て
生
じ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
、
次
款
で
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

高
権
移
譲
の
対
象
お
よ
び
内
容
の
限
界
と

E
C法
優
位
の
限
界
と
の
接
続

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
つ
い
て
、
高
権
移
譲
の
限
界
の
問
題
と
、
高
権
を
移
譲
さ
れ
た
国
際
機
構
が
定
立
す
る
法
の
国
法
体
系
に
お

け
る
適
用
の
限
界
の
問
題
と
を
区
別
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
こ
ま
で
は
、
前
者
の
高
権
移
譲
の
限
界
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
を
検
討

し
て
き
た
。
た
だ
、
理
論
的
に
は
、
こ
の
高
権
移
譲
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
た
限
界
が
、
国
際
機
構
が
定
立
す
る
法
の
国
内
適
用
に
つ
い
て
の
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一
定
の
関
わ
り
を
有
す
る
。

一
次
法
、
す
な
わ
ち
基
本
条
約
に
つ
い
て
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
っ
て
実
質
的
な
憲
法
改
正
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
か
ら
は
、
権
限
移
譲
の
対
象
た
る
国
際
機
構
の
構
造
に
つ
い
て
い
か
な
る
要
請
が
な
さ
れ
る
か
、
と
り
わ
け
国
際
機
構
の
構
造
は

基
本
法
の
保
障
す
る
基
本
権
を
保
護
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
解
答
は
導
か
れ
ず
、
権
限
付
与
の

内
容
的
限
界
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
高
権
を
移
譲
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
高
権
を
有
す
る
国
際
機
構

の
設
立
条
約
を
締
結
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
該
基
本
条
約
が
優
位
要
求
を
含
む
場
合
に
は
、
当
該
国
際
機
構
に
よ
っ
て
定

立
さ
れ
た
二
次
法
だ
け
で
は
な
く
、
基
本
条
約
も
ま
た
閏
内
に
お
い
て
基
本
法
に
優
位
す
る
こ
と
と
な
る
。
国
際
機
構
が
基
本
法
第
七
九
条

第
三
項
が
保
護
す
る
内
容
に
反
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
国
際
機
構
の
設
立
条
約
も
ま
た
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項

に
反
す
る
内
容
を
含
む
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
条
約
が
基
本
法
に
優
位
す
る
こ
と
は
認
め
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
内
容
的
限
界
と
し
て
高

限
界
の
問
題
に
関
し
て
も
、

権
の
移
譲
が
許
き
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
事
例
は
、
観
点
を
変
え
れ
ば
、

一
次
的
E
C
法
の
基
本
法
に
対
す
る
優
位
の
限
界
で
あ
っ
た
と
見

国法体系における憲法と条約 (4) 

る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

二
次
法
、
す
な
わ
ち
国
際
機
構
が
定
立
し
た
法
は
、
通
常
は
、
閏
家
機
関
に
よ
る
適
用
(
例
え
ば

E
C
の
規
則
の
場
合
)
ま
た
は
園
内
立

法
(
例
え
ば

E
C
の
指
令
の
場
合
)
を
必
要
と
す
る
。
こ
う
し
た
適
用
ま
た
は
国
内
立
法
を
行
う
国
家
機
関
は
、
原
則
と
し
て
基
本
法
第
二

(
幻
)

O
条
第
三
項
お
よ
び
第
一
条
第
三
項
じ
よ
っ
て
憲
法
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
国
家
機
関
は
、
こ
の
拘
束
か
ら
、

そ
の
拘
束
を
設
定
し
て
い
る
規
範
と
同
位
の
規
範
に
よ
っ
て
(
部
分
的
に
)
解
放
さ
れ
う
る
。
こ
の
解
放
の
機
能
は
、
こ
こ
で
は
、
国
際
機

(
日
出
)

構
の
法
に
つ
い
て
の
法
適
用
命
令
を
根
拠
づ
け
る
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
帰
属
す
る
。

(
似
)

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
国
際
機
構
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
法
に
つ
い
て
の
法
適
用
命
令
を
発
す
る
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。
国
際

機
構
の
法
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
確
か
に
原
則
と
し
て
有
効
で
あ
り
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
つ
い
て
も
拘
束
力
を
有
す
る
が
、
し
か
し
、
こ
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説

(

川

町

)

の
法
適
用
命
令
が
な
け
れ
ば
、
国
内
の
法
適
用
機
関
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、

r一日間

基
本
権
を
制
限
す
る
よ
う
な
ま
た
は
そ
の
他
の
憲
法
規
定
に
抵
触
す
る
よ
う
な
国
際
機
構
の
法
の
適
用
に
つ
い
て
も
ま
た
、
法
適
用
命
令
を

発
す
る
権
限
を
付
与
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
基
本
法
第
二

O
条
第
三
項
お
よ
び
第
一
条
第
三
項
に
よ
る
拘
束
は
相
対

(
M
m
)
 

化
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
法
適
用
命
令
の
射
程
は
、
国
際
機
構
に
対
し
て
条
約
に
お
い
て
配
分
さ
れ
た
権
限
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
原
則
と

し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
法
適
用
機
関
は
、
適
用
す
べ
き
国
際
機
構
の
法
が
、
自
ら
に
対
す
る
法
適
用
命
令
の
枠
内
に
あ
る
か
否
か
を

審
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
際
機
構
の
法
が
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
基
づ
く
法
適
用
命
令
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ

(
引
)

う
な
国
際
機
構
の
法
に
つ
い
て
の
国
家
機
関
の
適
用
義
務
は
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
る
。

国
際
機
構
の
法
を
囲
内
に
お
い
て
優
先
的
に
適
用
す
る
義
務
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
っ
て
高
権
を
移
譲
す
る
立
法
者
自
身
が

(

川

町

)

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
る
そ
の
権
限
を
除
越
し
て
い
る
場
合
に
は
、
も
は
や
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
の
際
に
は
、
基
本
法
第

二
四
条
第
一
項
に
よ
る
立
法
者
も
ま
た
侵
害
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
よ
う
な
憲
法
の
核
心
領
域
の
侵
害
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
結
果
的
に
は
、
高
権
を
移
譲
す
る
立
法
者
に
つ
い
て
の
制
限
は
、
国
際
機
構
が
定
立
す
る
法
に
つ
い
て
の
適

(

川

町

)

用
制
限
の
内
容
を
も
構
成
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
国
際
機
構
が
定
立
す
る
法
、
こ
こ
で
は
二
次
的
E
C法
の
、
囲
内
法
に
対
す
る
優
位
の
限
界
は
、
高
権
を
移
譲
す
る
立
法
者

の
権
限
撤
越
の
事
例
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
立
法
者
に
つ
い
て
の
制
限
は
、
個
々
の
事
案
に
お
け
る

E
C法
の
適
用
に
際
し
て
生

(
刈
)

じ
る
問
題
を
完
全
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第

款

E
C法
優
位
の
限
界
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国
法
体
系
に
お
け
る

E
C法
の
適
用
に
際
し
て
の
囲
内
法
に
対
す
る
優
位
と
そ
の
限
界
の
問
題
は
、
国
法
秩
序
の
外
部
か
ら
国
法
秩
序
内

に
入
っ
て
そ
こ
に
地
位
を
占
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
憲
法
の
対
応
を
考
察
す
る
本
稿
の
、
主
た
る
関
心
事
で
あ
る
。
国
法
体
系
に
お
け
る

E

C
法
の
適
用
可
能
性
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
事
案
が
示
す
よ
う
に
、
基
本
権
の
保
護
が
主
要
な

問
題
を
形
成
し
て
い
る
。

基
本
法
第
七
九
条
第
三
項

国法体系における憲法と条約 (4) 

川
基
本
権
保
護
と
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項

基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
は
、
「
こ
の
基
本
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
・
:
:
・
第
一
条
及
び
第
二

O
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
原
則
に
触
れ
る
こ

と
は
、
許
容
さ
れ
な
い
」
と
規
定
す
る
。
そ
こ
で
、
基
本
権
が
、
基
本
法
第
一
条
お
よ
び
第
二

O
条
に
よ
っ
て
特
に
保
護
さ
れ
て
い
る
限
り

(
問
)

に
お
い
て
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
は
基
本
権
を
も
ま
た
保
護
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
が
基
本
法
第
一
条
と
結

び
つ
い
て
示
す
基
本
権
保
護
、
お
よ
び
変
更
で
き
な
い
憲
法
の
核
心
と
し
て
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
が
列
挙
す
る
そ
の
他
の
基
本
原
則
は
、

(
m
M
)
 

E
C法
優
位
に
対
す
る
制
限
を
な
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
基
本
法
第
一
条
お
よ
び
第
二

O
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
「
原
則
」
の
不
可
侵
性
を
通
じ
て
の
基
本
権
保
護
の
範
囲
に
は
議
論

(
問
)

の
余
地
が
あ
り
、
暖
昧
な
定
式
を
越
え
て
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
具
体
化
に
到
達
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
多
く
の
場
合
、

(
似
)

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
対
す
る
制
限
と
し
て
は
、
基
本
権
の
核
心
領
域
の
保
護
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

北法51(4・145)1355

(2) 

「
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
+
X」
の
定
式



説

基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
が

E
C法
の
適
用
に
際
し
で
も
ま
た
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
法
の
核
心
領
域
を
示
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
適
切
で
あ
る
が
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
の
顧
慮
の
み
に
よ
っ
て
、
十
分
な
憲
法
的
保
護
が
提
供
さ
れ
う
る
か
は
疑
わ
し
い
と

さ'b.
自問

さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
核
心
領
域
に
つ
い
て
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
を
基
本
的
な
内
容
と
し
つ
つ
、
限
界
を
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
広
く
設
定
す
る
見

(
郎
)

解
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項

+
X」
の
定
式
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
「

X
」
の
部
分
に
含
ま
れ
る
内
容
は
、
論
者
に
よ

っ
て
や
や
異
な
っ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
基
本
権
の
領
域
に
つ
い
て
基
本
法
第
一
九
条
第
二
項
の
本
質
的
内
容
保
障
へ
の
拘
束
を
主
張
す
る

見
解
も
、
こ
の
「
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項

+
X」
の
定
式
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
、
同
様
に
、
基
本
権
の
本
質
的
内
容
に
論
及
す
る
連
邦
憲

(
胤
)

法
裁
判
所
判
例
も
、
こ
の
定
式
に
よ
っ
て
説
明
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
を
援
用
す
る
の
で
は
な
く
、
基
本
法
第

二
四
条
第
一
項
の
内
在
的
限
界
と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
提
示
し
た
憲
法
秩
序
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
保
護
の
定
式
を
援
用
す
る
見
解
も

(
問
)

ま
た
、
こ
の
「
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項

+
X」
の
定
式
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
「
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項

+
X」
の
定
式
を
超
え
て
、
基
本
法
全
体
が

E
C法
に
対
す
る
限
界
と
な
る
と
主
張
す
る
か
に
見
え
る

見
解
も
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
二
つ
の
見
解
が
、
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
。

第
一
の
見
解
は
、

r
E
M官
同
決
定
の
定
式
に
依
拠
し
て
、

E
C法
の
適
用
は
、
「
憲
法
の
基
本
構
造
」
し
た
が
っ
て
「
憲
法
ア
イ
デ
ン
テ
イ

(
問
)

テ
イ
」
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
憲
法
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
よ
る
限
界
は
、
必
ず
し
も
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
の

制
限
と
は
一
致
し
な
い
と
す
る
。
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
は
、
「
憲
法
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
も
変
更
し
う
る
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
も

変
更
で
き
な
い
限
界
と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
見
解
は
、
「
憲
法
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」

を
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
が
保
護
す
る
範
囲
よ
り
も
相
当
広
範
な
も
の
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

E
C法
の
適
用
に
つ
い
て
の
限

(
問
)

界
は
、
基
本
法
第
七
九
条
全
体
で
あ
り
、
第
三
項
だ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
、
「
憲
法
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
触
れ
る
場
合
に
は
、
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基
本
法
第
七
九
条
に
よ
る
基
本
法
改
正
の
手
続
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
が
基
本
法
第
七
九
条
全
体
を
問
題
に
す
る
の

は
、
一
次
的
E
C法
、
す
な
わ
ち
同
意
法
律
を
必
要
と
す
る
基
本
条
約
に
関
し
て
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
見
解
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第

一
項
の
制
限
が
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
が
、
二
次
的
E
C
法
の
国
内
的
適
用
に
関
し
て
は
、
通

説
的
見
解
と
同
様
に
基
本
権
の
核
心
領
域
の
保
護
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
高
権
移
譲
に
際
し
て
基
本
法
改

正
の
手
続
を
踏
む
こ
と
を
要
求
す
る
見
解
も
、
そ
の
要
求
の
射
程
が
基
本
条
約
締
結
の
際
の
手
続
の
問
題
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な

ら
ば
、

E
C
法
の
国
内
的
適
用
の
限
界
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項

+
X」
の
定
式
を
も
っ
て
記
述
し
う
る
も
の
と

解
さ
れ
る
。

国法体系における憲法と条約 (4) 

第
二
の
見
解
は
、

E
C
法
の
適
用
を
、
無
制
限
に
、
基
本
法
全
体
に
、
と
り
わ
け
基
本
法
第
一
条
第
三
項
に
よ
っ
て
「
基
本
法
の
基
本
権
」

(
川
)

に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
国
内
法
と

E
C
法
と
の
起
こ
り
う
る
抵
触
を
、
こ
の
見
解
は
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
基
本
権
制
限

(
山
)

の
枠
内
に
お
け
る
「
欧
州
統
合
上
の
公
益
」
の
顧
患
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
を
意
図
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
、
「
相
対
化
さ
れ

(
山
)

た
基
本
権
拘
束
」
が
提
唱
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
は
、
基
本
権
以
外
の
制
度
的
領
域
に
つ
い
て
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
を
越
え
る
拘
束
を

(
出
)

否
定
す
る
の
で
、
こ
の
議
論
全
体
の
射
程
は
、
著
し
く
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
こ
の
見
解
も
ま
た
、
「
X
」
が
基
本
権
を
象
徹

(
川
)

し
て
い
る
と
前
提
す
る
な
ら
ば
、
「
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
十

X
」
を
も
っ
て
適
切
に
記
述
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。

同
「
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項

l
X」
の
否
定

逆
に
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
最
小
限
度
を
さ
ら
に
相
対
化
し
、
権
限
付
与
の
絶
対
的
制
限
を
緩
和
し
よ
う
と

(
川
)

す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
「
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項

1
X」
の
定
式
が
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
基

(
川
川
)

本
法
第
七
九
条
第
三
項
は
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
不
可
欠
の
適
用
を
最
小
限
に
し
か
妨
げ
な
い
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
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説

し
か
し
、
そ
れ
自
体
は
憲
法
改
正
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
な
い
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
国
際
的
協
力
に
つ
い
て
の
憲
法
的
決
定
が
、
憲

法
改
正
の
限
界
を
も
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。

論

基
本
法
第
一
九
条
第
二
項

基
本
権
領
域
に
お
け
る

E
C法
の
適
用
可
能
性
の
限
界
に
関
し
て
は
、
一
般
的
に
、
「
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
基
本
権
は
、
そ
の

本
質
的
内
容
を
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
基
本
法
第
一
九
条
第
二
項
も
ま
た
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
と
並
ん
で
重
要
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
必
ず
し
も
詳
細
な
理
由
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
場
合
も
多
い
が
、
基
本
法
第
一
九
条
第
二
項
に
お
け
る
基

(
川
)

本
権
の
本
質
的
内
容
の
保
障
を
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
つ
い
て
の
制
限
と
し
て
承
認
す
る
見
解
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

基
本
法
第
一
九
条
第
二
項
が

E
C法
の
囲
内
適
用
を
制
限
し
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
内
機
関
は
基
本
権
の
本
質
的
内
容
を
侵
害
す
る

(
川
)

E
C法
の
適
用
を
憲
法
上
の
理
由
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
、
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
ま
た
、
基
本
法
第
一
九
条
第
二
項
に
よ
る
基
本
権
の
本

(
川
)

質
的
内
容
の
保
障
は
、
基
本
法
の
法
治
国
原
理
に
よ
っ
て
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
を
通
じ
て
確
保
さ
れ
た
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
基
本

法
第
一
九
条
第
二
項
の
本
質
的
内
容
の
保
障
は
、
そ
れ
が
基
本
法
第
一
条
お
よ
び
第
二

O
条
に
規
定
さ
れ
た
原
理
の
具
体
化
と
解
さ
れ
う
る

(
印
)

限
り
に
お
い
て
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
最
低
限
の
限
界
を
示
し
て
い
る
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。

前
述
の
よ
う
に
多
く
の
学
説
は
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
を
究
極
の
限
界
と
し
て
示
す
が
、

E
C法
に
対
す
る
基
本
法
の
基
本
権
に
よ
る

制
約
と
し
て
、
実
際
に
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
を
適
用
す
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
て
む
し
ろ
基
本
法
第
一
九
条
第
二
項
の
本
質
的
内

容
保
障
を
適
用
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
両
方
を
同
等
に
扱
う
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
場
合
も
あ
る
。
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基
本
法
第
一
条
第
三
一
項

学
説
は
、
ま
た
、
「
以
下
の
基
本
権
は
、
直
接
に
妥
当
す
る
法
と
し
て
、
立
法
、
執
行
権
及
び
裁
判
を
拘
束
す
る
」
と
規
定
す
る
基
本
法

(
山
)

第
一
条
第
三
項
に
よ
る
、
す
べ
て
の
国
家
権
力
の
基
本
権
へ
の
拘
束
を
理
由
と
し
て
、

E
C法
に
よ
る
基
本
権
制
限
に
限
界
を
設
定
す
る
。

(
印
)

∞
♀
言
明
白
岡
山
決
定
に
関
す
る
論
争
に
お
い
て
も
、
基
本
法
第
一
条
第
三
項
を
通
じ
て
の
基
本
権
に
よ
る
拘
束
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

基
本
法
第
一
条
第
三
項
に
よ
る
基
本
権
保
護
が
、

E
C法
の
優
位
性
に
対
し
て
も
強
く
要
請
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
基
本
法
の
基
礎

に
あ
る
法
治
国
原
理
の
要
請
と
し
て
、
基
本
法
第
二

O
条
と
と
も
に
基
本
法
第
一
条
第
三
項
に
よ
る
保
護
が
求
め
ら
れ
、
そ
し
て
基
本
法
第

(
ゆ
)

一
九
条
第
四
項
に
よ
っ
て
そ
の
裁
判
上
の
保
護
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。

し
か
し
、
基
本
法
第
一
条
第
三
項
が
、

E
C法
の
優
位
性
に
対
す
る
制
限
と
し
て
、
ど
の
程
度
の
強
度
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
は
争
い
も

あ
る
。一

方
の
立
場
は
、
基
本
権
の
「
本
質
」
ま
た
は
「
核
心
」
に
限
定
さ
れ
た
国
際
機
構
に
よ
る
基
本
権
保
障
で
は
十
分
で
は
な
い
と
い
う
理

由
に
よ
っ
て
、
お
よ
び
、
基
本
法
第
一
条
第
三
項
の
基
本
権
に
よ
る
厳
格
な
拘
束
の
例
外
は
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
お
い
て
明
文
を
も
っ

(
以
)

て
指
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
基
本
権
が

E
C法
の
懐
位
性
に
対
す
る
制
限
を
な
す
と
す
る
。

国法体系における憲法と条約 (4) 

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
は
、
基
本
権
保
護
に
つ
い
て
の
例
外
の
明
示
は
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
基
本
権
は
、
通
常
の
立
法
者
に
よ
っ

(
防
)

て
進
め
ら
れ
る
国
際
統
合
よ
り
も
強
く
保
護
を
要
請
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
国
際
化
に
優
先
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
基
本
法
の
基
本
権

部
分
す
べ
て
が
国
内
法
に
対
す
る

E
C法
の
優
位
の
限
界
と
な
る
と
い
う
考
え
方
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
ま
】

gm己
決
定
に
通
ず
る
も

の
が
あ
る
と
も
い
え
る
。

他
方
の
立
場
は
、
基
本
法
第
一
条
第
三
一
項
へ
の
国
家
機
関
の
強
力
な
拘
束
は
、
同
じ
基
本
法
の
規
定
で
あ
る
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
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説

(
凶
)

基
づ
い
て
発
せ
ら
れ
た
法
適
用
命
令
に
よ
っ
て
、
緩
和
さ
れ
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
解
放
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
内
機
関

は
基
本
法
の
基
本
権
規
定
と
抵
触
す
る
よ
う
な

E
C法
で
あ
っ
て
も
、
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
も
、
基
本
法

第
一
条
第
三
項
か
ら
の
完
全
な
解
放
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
保
護
さ

れ
て
い
る
基
本
法
第
一
条
第
三
項
と
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
と
の
、
統
一
的
解
釈
が
要
請
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
っ

て
E
C法
に
対
す
る
制
限
を
な
す
と
さ
れ
る
も
の
は
、
基
本
権
に
関
し
て
は
、
基
本
法
第
一
九
条
第
二
項
の
い
う
「
本
質
的
内
容
」
と
相
通

(
凶
)

ず
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
考
え
方
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

ω
。-Emm
間
決
定
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
も
い
え
る
。

(
凶
)

た
だ
し
、
前
者
の
立
場
を
と
る
近
時
の
有
力
な
見
解
は
、
「
欧
州
公
益
」
に
よ
る
基
本
権
制
限
を
認
め
、
基
本
法
の
基
本
権
規
定
の

E
C

法
適
合
的
解
釈
を
提
唱
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
こ
の
両
者
の
対
立
は
相
対
的
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
園
内
法
の

E
C
法
適

合
的
解
釈
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
に
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

ヨ近h
n問

第
四
款

基
本
法
の

E
C法
適
合
的
解
釈

基
本
法
の
基
本
権
は
、
国
際
法
共
同
体
の
一
般
的
利
益
な
い
し
は

E
C
統
合
の
目
的
を
顧
慮
し
て
、
必
要
な
制
限
を
受
け
る
と
し
、

E
C

法
と
基
本
法
の
抵
触
回
避
の
方
法
と
し
て
、
基
本
法
の

E
C法
適
合
的
解
釈
を
提
唱
す
る
見
解
が
あ
る
。

国
際
的
協
力
の
た
め
の
基
本
権
制
限

E
C
に
と
ど
ま
ら
ず
国
際
法
共
同
体
一
般
の
利
益
に
よ
る
基
本
格
の
制
限
に
関
し
て
、
も
っ
と
も
広
範
な
主
張
を
展
開
し
て
い
る
見
解
は
、
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(
問
)

個
々
の
事
案
に
お
け
る
連
邦
通
常
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
見
ら
れ
る
国
際
法
上
の
公
益
の
顧
慮
を
も
と
に
、

(m) 

際
法
共
同
体
の
一
般
的
利
益
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
固
有
の
公
益
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ま
で
射
程
を
拡
大
し
て
い
る
。
基
本
権
は
、

囲
内
の
公
益
の
保
護
の
事
例
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
外
部
の
利
益
の
一
般
的
保
護
の
事
例
に
お
い
て
も
ま
た
、
制
限
さ
れ
う
る
と
す
る

(m) 

の
で
あ
る
。

一
般
に
国

し
か
し
こ
の
見
解
が
自
ら
認
め
る
よ
う
に
、
こ
の
説
明
は
、
す
べ
て
の
範
囲
に
お
い
て
既
に
今
日
有
効
な
法
を
記
述
し
て
い
る
の
で
は
な

(
印
)

い
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
見
解
は
な
お
少
数
説
の
地
位
に
甘
ん
じ
て
い
る
。
こ
の
見
解
の
本
質
は
、
基
本
権
を
も
含
む
す
べ
て
の

基
本
法
規
定
に
対
す
る

E
C法
の
優
位
に
帰
着
す
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
欧
州
統
合
上
の
公
益
」
に
よ
る
基
本
権
制
限

国法体系における憲法と条約 (4) 

そ
れ
に
対
し
て
、
前
款
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
基
本
法
の
基
本
権
規
定
全
体
が

E
C
法
の
優
位
性
に
対
す
る
制
限
と
な
る
と
し
つ
つ
、

基
本
法
を
含
む
囲
内
法
を

E
C法
適
合
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
見
解
が
存
在
す
る
。

少
な
か
ら
ぬ
論
者
が
、
基
本
法
の
基
本
権
に
お
い
て
欧
州
統
合
上
の
公
益
を
顧
慮
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
基
本
法
第
二

四
条
第
一
項
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
、
国
際
的
協
力
に
つ
い
て
の
憲
法
的
決
定
に
よ
る
国
法
秩
序
の
開
放
は
、

E
C法
に
関
す
る
事
案
に
お

(
問
)

い
て
、
国
内
的
な
基
本
権
保
障
を
欧
州
統
合
に
適
合
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
理
論
的
許
容
性
を
生
み
出
す
と
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
の
法
秩
序
は
、

E
C
の
共
同
体
機
能
確
保
が
国
内
的
協
力
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
共
同
体
機
能
を
妨
害
し
な
い

と
い
う
意
図
を
表
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
憲
法
の
統
一
的
解
釈
の
原
則
は
、
高
権
の
移
譲
が
実
施
さ
れ
た
後
に
は
、

E
C
の
共
同
体
機
能
確

(
以
)

保
の
要
請
を
、
基
本
権
保
護
と
の
衡
量
に
算
入
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
基
本
法
自
体
が
、
基
本
法
の

E
C
法
適
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説

(
郎
)

合
的
解
釈
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
の
下
で
、

E
C
の
共
同
体
機
能
確
保
に
不
可
欠
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
一
次
的

E
C法

(m) 

お
よ
び
二
次
的

E
C法
に
よ
る
基
本
権
制
限
は
、
た
と
え
そ
れ
が
囲
内
機
関
に
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
許
容
さ
れ
う
る
。

~^ 
扇間

ま
た
、
衡
量
の
差
違
に
よ
っ
て

E
C法
上
の
人
権
と
基
本
法
上
の
基
本
権
と
の
間
で
基
本
権
制
限
に
相
違
が
生
じ
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、

(
川
)

E
C法
上
の
要
求
と
基
本
法
の
基
本
権
と
の
聞
の
衝
突
と
い
う
事
態
が
起
こ
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
調
整
は
、
連
邦
憲

(
問
)

法
裁
判
所
が
基
本
権
を
制
限
す
る
際
に
欧
州
統
合
上
の
公
益
を
算
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
理

論
的
理
由
づ
け
の
可
能
性
と
し
て
は
、
基
本
法
前
文
お
よ
び
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
て
い
る
欧
州
統
合
に
親
和
的
な

(m) 

基
本
法
の
態
度
に
言
及
す
る
見
解
が
あ
る
。

E
C法
適
合
的
解
釈
の
対
象
と
な
る
国
内
法
に
対
し
て
、
そ
も
そ
も

E
C法
の
優
位
に
疑
問
が
な
い
場
合
、
例
え
ば
法
律
の

E
C法
適
合

的
解
釈
の
場
合
に
は
、
こ
れ
は
、
法
律
の
憲
法
適
合
的
解
釈
と
同
様
に
、
上
位
規
範
に
適
合
す
る
よ
う
に
下
位
規
範
を
解
釈
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
基
本
法
の
基
本
権
部
分
が

E
C法
に
優
位
す
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
う
し
た
基
本
権
規
定
に
つ
い
て

E
C法
適
合
的
解
釈
を
考

(
凶
)

え
る
場
合
に
は
、
こ
れ
は
基
本
法
の
国
際
法
調
和
性
か
ら
導
か
れ
る
国
際
法
適
合
的
解
釈
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
、
第
一
条
、
第
二

O
条
、
第
一
九
条
第
二
項
な
ど
の
原
則
が
、

E
C法
と
基
本
法
と
の
調
和

(
凶
)

を
実
現
す
る
た
め
の
選
択
肢
に
限
定
を
か
け
て
い
る
。
基
本
権
の

E
C法
適
合
的
解
釈
は
、

E
C法
に
は
、
基
本
法
の
基
本
権
の
本
質
的
内

(
川
出
)

容
の
明
ら
か
な
侵
害
に
際
し
て
の
み
、
基
本
法
の
基
本
権
規
定
に
対
す
る
優
位
が
帰
属
し
な
い
と
い
う
結
論
へ
導
く
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
基
本
権
の
本
質
的
内
容
が

E
C法
適
合
的
解
釈
に
際
し
て
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
結
論
的
に
は
、
通
説
的
見
解
の
理
解
と

懸
隔
は
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
通
説
的
見
解
も
、
基
本
法
に
対
す
る

E
C法
の
優
位
を
認
め
る
部
分
に
お
い
て
基
本
法
規
定
の

E
C法
適
合

的
解
釈
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
論
理
的
に
排
除
す
る
理
由
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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E
C法
適
合
的
解
釈
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断

こ
の
よ
う
な
基
本
権
に
関
す
る
欧
州
統
合
上
の
公
益
の
顧
慮
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
の
中
に
既
に
そ
の
徴
候
が
見
出
さ
れ
、

(
凶
)

と
り
わ
け

ωo-E加
工
決
定
お
よ
び

ω♀
E
常
国
決
定
に
お
い
て
、
圏
内
法
の

E
C法
適
合
的
解
釈
に
つ
い
て
の
端
緒
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ω。
戸
田
口
明
。
同
決
定
に
お
い
て
は
、

E
C法
と
国
内
法
と
の
抵
触
の
有
無
の
判
断
お
よ
び
園
内
法
の

E
C法
適
合
的
解
釈
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
な
一
般
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

国法体系における憲法と条約 (4) 

「
E
C
の
設
立
に
よ
っ
て

E
C
と
そ
の
構
成
田
と
の
聞
に
、
権
限
を
有
す
る
機
関
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
、
法
の
統
制
の
責
に
任
じ
ら
れ

た
二
つ
の
裁
判
所
1

1

欧
州
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
憲
法
裁
判
所

l
l
に
つ
い
て
発
生
し
た
特
別
な
関
係
か
ら
、
ま
ず
第
一
に
、
そ
の
裁

判
に
お
け
る
こ
つ
の
法
秩
序
の
整
合
の
た
め
に
努
力
す
る
義
務
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
成
功
し
な
い
限
り
に
お
い
て
の
み
、

(
胤
)

に
、
上
述
し
た
二
つ
の
法
秩
序
の
聞
の
基
本
的
な
関
係
か
ら
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
を
要
求
す
る
よ
う
な
衝
突
が
発
生
し
う
る
」

そ
の
う
え
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
問
題
と
さ
れ
た

E
C法
の
規
制
を
基
本
法
第
一
一
一
条
に
基
づ
い
て
審
査
し
た
が
、
し
か
し
、
明
文

を
も
っ
て
強
調
し
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
基
本
権
の
制
限
に
つ
い
て
の
正
当
化
と
し
て
の
欧
州
統
合
上
の
公
益
を
こ
の
事
案
に
お
い

(
凶
)

て
許
容
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
問
題
と
さ
れ
て
い
る
規
定
に
含
ま
れ
て
い
る
制
度
は
、
経
済
的
な
流
通
が
計
画
お
よ
び
実
効
的
な
統
制
な
し
に
は
機
能
し
え
な
い

E
C

の
現
在
の
発
展
段
階
に
お
い
て
、
適
切
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
(
な
お
)
不
可
欠
で
あ
り
、
か
っ
、
同
様
の
実
効
性
を
有
す
る
、
通 車交
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説

常
の
、
し
か
し
市
場
適
合
的
な
他
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
は
補
わ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
:
:
:
こ
の
基
準

[
H
∞
〈
伺
民
。
開
戸
以
ゴ

論

2
8ご
に
お
い
て
立
て
ら
れ
て
い
る
営
業
規
制
の
許
容
性
に
つ
い
て
の
判
断
基
準
]
の
定
立
の
下
で
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
規
制
は
、
基

本
法
第
一
一
一
条
と
は
抵
触
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

:
:
:
E
C
に
と
っ
て
の
甚
大
な
不
利
益
を
閉
止
す
る
た
め
に
熟
慮
す
る
な
ら
ば
、
当
該

(
凶
)

規
制
は
支
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」

間

EHomgg己
決
定
に
お
い
て
は
、
国
際
機
構
に
つ
い
て
の
共
同
体
機
能
確
保
の
た
め
の
妥
協
の
必
要
性
が
顧
慮
さ
れ
、
そ
し
て
そ
こ
か

(
附
)

ら
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
よ
る
権
利
保
護
の
相
対
化
が
許
容
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
傾
向
を
、

r-gm何
回
決
定
が
明
ら
か
に
確
認
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
に
お
い
て
保
障
さ
れ
た
基
本

(
別
)

権
の
制
限
に
際
し
て
一
定
の
欧
州
統
合
上
の
公
益
の
算
入
の
可
能
性
を
承
認
し
た
。
ま

-gmoロ
決
定
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
以

下
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

「
と
り
わ
け

E
C条
約
に
規
定
さ
れ
た
、
基
本
法
と
も
両
立
し
う
る
目
的
設
定
を
顧
慮
し
て
、
基
本
法
と
の
関
係
に
お
い
て
、

E
C
の
条

約
目
的
お
よ
び
公
益
目
的
と
の
比
較
衡
量
問
題
が
生
じ
う
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
つ
い
て
、
構
成
田
法
の
レ
ベ
ル
で
は
少
な

く
と
も
直
接
的
に
は
判
明
し
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
基
本
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
基
本
権
も
ま
た
、
規
範
的
な
意
味
統
一
体
と
し

て
の
憲
法
の
構
造
の
中
に
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
応
じ
て
、
憲
法
に
よ
っ
て
規
範
化
さ
れ
、
ま
た
は
憲
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
他
の
法

益
と
の
調
和
お
よ
び
調
整
に
お
い
て
解
釈
・
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
統
一
さ
れ
た
欧
州
に
つ
い
て
の
、
お
よ
び
基
本
法
第
二
四

条
第
一
項
を
通
じ
て
可
能
に
さ
れ
た
超
国
家
的
協
力
の
特
別
の
形
態
に
つ
い
て
の
、
基
本
法
前
文
に
お
け
る
言
明
も
ま
た
、
こ
れ
に
属
す

る
。
そ
れ
を
も
っ
て
、

E
C
の
目
的
お
よ
び
特
別
の
構
造
と
の
調
和
に
お
い
て
基
本
権
を
保
持
す
る

E
C
の
レ
ベ
ル
で
の
規
制
も
ま
た
、
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(
附
)

基
本
法
に
よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
∞
o
-
g
m
m
同
決
定
お
よ
び

ω♀
自
常
国
決
定
に
お
い
て
、
基
本
法
の

E
C法
適
合
的
解
釈
の
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
保
護
と

E
C法
適
合
的
解
釈
の
間

国法体系における憲法と条約 (4) 

E
C法
優
位
に
対
す
る
憲
法
的
制
限
を
構
成
す
る
部
分
、
換
言
す
れ
ば

E
C法
に
優
位
す
る
憲
法
規
定
は
、
基
本
法
の
基
本
権
部
分
全
体

で
あ
る
と
解
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
基
本
権
部
分
に
対
し
て

E
C法
適
合
的
解
釈
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
結
果
的
に
は
、

E
C
法
優
位
に

対
す
る
憲
法
的
制
隈
を
構
成
す
る
部
分
は
基
本
権
の
本
質
的
内
容
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
大
差
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
基
本
法
の
基
本
権
の

E
C法
適
合
的
解
釈
が
許
容
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
基
本
権
の
本
質
的
内
容
に
は
及
、
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
基
本
法
の

E

C
法
適
合
的
解
釈
を
要
請
し
て
い
る
と
さ
れ
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
∞
o
-
g
m
n
同
決
定
が
、
他
で
も
な
い
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

保
護
の
定
式
を
打
ち
出
し
て

E
C
法
の
優
位
性
に
対
し
て
制
約
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
知
実
に
一
不
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
基
本
法
の

E
C法
適
合
的
解
釈
が

E
C法
の
優
位
性
を
根
拠
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

E
C法
と
基
本

法
の
衝
突
の
事
例
に
つ
い
て
新
た
な
解
決
の
可
能
性
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
国
際
法
調
和
性
の
原
則
に
依
拠
す
る
と
し

(
問
)

て
も
、
国
際
人
権
条
約
と
憲
法
の
人
権
規
定
の
よ
う
に
同
種
の
法
益
を
保
護
し
て
い
る
場
合
で
は
な
く
、
対
立
す
る
法
益
が
問
題
と
な
る
場

合
に
は
、
最
終
的
な
調
整
の
判
断
は

E
C法
と
基
本
法
の
い
ず
れ
が
優
位
す
る
か
に
帰
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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説

第
五
款

外
来
的
法
源
の
優
位
と
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
護

きふ
口問

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
論
と
、
学
説
に
お
け
る
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
基
底
的
理
解
と
の
架
橋

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
と

E
C
法
の
優
位
性
お
よ
び
そ
の
限
界
に
つ
い
て
の
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
お
よ
び
学
説
を
検
討
し
て
き
た
。

学
説
上
は
、
今
日
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
は
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
る
高
権
移
譲
に
つ
い
て
の
基
礎
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な

(
山
)

一
致
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
基
づ
い
て
法
律
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
高
権
移

ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、

譲
は
、
基
本
法
第
七
九
条
第
一
項
・
第
二
項
に
よ
る
憲
法
改
正
よ
り
も
緩
や
か
な
条
件
に
し
か
拘
束
さ
れ
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
の
援
用
に
よ
る
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
規
定
の
制
限
は
、

E
C
へ
の
高
権
移
譲
が
実
質
的
な
憲
法
改
正
的
作

(
四
)

用
を
も
た
ら
す
こ
と
か
ら
も
正
当
化
さ
れ
る
。

現
在
は
基
本
法
第
二
三
条
第
一
項
第
三
文
が
、
欧
州
連
合
の
発
展
に
つ
い
て
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
へ
の
拘
束
を
明
文
に
よ
っ
て
規

定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
基
本
法
第
二
三
条
第
一
項
に
明
文
の
規
定
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
明
文
の
規
定
が
な
い
基
本
法
第
二
四
条
第
一

項
は
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
に
よ
る
拘
束
を
受
け
な
い
と
い
う
反
対
解
釈
を
許
さ
な
い
。
基
本
法
第
二
三
条
第
一
項
第
三
文
は
、
従
来
は

基
本
法
の
条
文
に
お
い
て
規
範
化
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
適
用
さ
れ
て
き
た
制
限
を
、
単
に
明
文
化
し
た
に
過
ぎ

(
問
)

な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
学
説
の
展
開
に
対
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
当
初
は
直
接
に
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
に
言
及
す
る
こ
と
な
し
に
、
「
ド

(

以

)

(

防

)

イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
現
行
憲
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
、
な
い
し
は
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
現
行
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」

を
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
内
在
的
な
限
界
と
し
て
提
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
、
「
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
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い
る
高
権
移
譲
は
、
実
質
的
に
も
ま
た
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
と
両
立
し
う
る
。
つ
ま
り
、
当
該
高
権
移
譲
は
、
基
本
法
の
文
言
の
先

(
削
)

行
的
改
正
も
必
要
と
し
な
い
し
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
の
限
界
に
違
反
し
て
も
い
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例

に
い
う
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
論
と
基
本
法
第
二
四
条
第
)
項
の
限
界
に
つ
い
て
の
学
説
の
分
析
は
、
基
本
的
に
は
、
基
本

法
第
七
九
条
第
三
項
に
収
束
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
学
説
の
側
で
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
に
い
う
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン

(
問
)

テ
ィ
テ
イ
」
が
当
然
に
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
を
そ
の
中
心
的
内
容
と
す
る
と
解
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
は
、
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
し
て
「
放
棄
で
き
な
い
、

(
国
)

現
行
憲
法
の
基
本
構
造
に
属
す
る
本
質
的
要
素
」
を
構
成
す
る
も
の
が
、
専
ら
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
の
み
か
ら
獲
得
さ
れ
う
る
の
か
否

か
、
お
よ
び
そ
の
際
い
か
な
る
意
義
が
基
本
法
第
一
九
条
第
二
項
の
意
味
に
お
け
る
基
本
権
の
本
質
的
内
容
に
帰
属
す
る
の
か
に
つ
い
て
、

(
問
)

明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の

ω♀
自
常
国
決
定
の
判
示
は
、
こ
の
本
質
的
要
素
は
「
少
な
く
と
も
」
基
本
法
の

(
m
m
)
 

基
本
権
部
分
の
基
礎
に
あ
る
法
原
理
で
あ
る
、
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
学
説
の
立
場
も
多
様
で
あ
る
。

国法体系における憲法と条約 (4) 

E
C法
優
位
の
限
界
と
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

国
法
秩
序
に
お
け
る

E
C法
の
優
位
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
基
づ
く
法
適
用
命
令
に
根
拠
を
置
く
と
さ
れ
る
。

E
C法
に
つ
い

(
削
)

て
の
法
適
用
命
令
は
、
国
内
機
関
を
基
本
法
第
一
条
第
三
項
お
よ
び
第
二
O
条
第
三
項
へ
の
強
力
な
拘
束
か
ら
一
定
程
度
解
放
す
る
。
連
邦

(
問
)

憲
法
裁
判
所
の
判
例
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
基
本
権
保
護
の
限
定
さ
れ
た
相
対
化
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に

(
問
)

お
け
る
国
際
的
協
力
に
つ
い
て
の
憲
法
的
決
定
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

E
C法
優
位
の
限
界
は
、
基
本
権
の
本
質
的
内
容
、
お
よ
び
変
更
で
き
な
い
憲
法
の
核
心
と
し
て
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
が
挙
げ
て
い
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説

る
そ
の
他
の
基
本
原
則
に
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
基
本
法
の
本
質
的
構
造
を
空
洞
化
す
る
、
国
際
機
構
の

法
定
立
行
為
に
当
て
は
ま
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
し
て
、
「
放
棄
で
き
な
い
、
現
行
憲

(
山
間
)

法
の
基
本
構
造
に
属
す
る
本
質
的
要
素
は
、
少
な
く
と
も
、
基
本
法
の
基
本
権
部
分
の
基
礎
に
あ
る
法
原
理
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
「
基
本

(
陥
)

法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
こ
の
法
原
理
を
相
対
化
す
る
こ
と
を
、
留
保
な
し
に
許
容
し
て
は
い
な
い
」
の
で
あ
る
。
基
本
権
の
本
質
的
内
容

を
侵
害
す
る

E
C法
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
法
領
域
に
お
い
て
、
拘
束
力
を
有
し
な
い
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
基
づ
い
て
与
え

ら
れ
た
法
適
用
命
令
の
効
力
は
、
そ
の
よ
う
な

E
C法
規
定
に
は
及
ば
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
限
界
画
定
の
背
後
に
も
ま
た
、

憲
法
の
統
一
的
解
釈
の
要
請
が
存
在
す
る
。
こ
の
憲
法
の
統
一
的
解
釈
の
要
請
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
国
家
権
力
の
基
本
法
秩
序
へ
の
包
括

的
な
拘
束
(
基
本
法
第
一
条
第
三
項
お
よ
び
第
二
O
条
第
三
項
)
と
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
お
け
る
国
際
的
協
力
に
つ
い
て
の
憲
法

(
陥
)

的
決
定
と
の
調
和
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は

E
C法
優
位
の
限
界
を
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
表
現
し
、
学
説
は
さ
ま
ざ
ま
な
形

(
即
)

で
E
C法
優
位
の
限
界
を
基
本
法
規
定
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
。
い
ず
れ
も
、
従
来
の
議
論
の
中
心
的
課
題
は
基
本
権

保
護
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
は
基
本
権
保
護
の
み
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
基
本
法
第
七
九

(
附
)

条
第
三
項
が
保
護
す
る
も
の
も
ま
た
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

言命

ド
イ
ツ
基
本
法
の
基
本
的
態
度
と

E
C法
優
位
を
許
容
な
い
し
は
承
認
す
る
規
定
の
構
造

国
法
体
系
の
外
部
で
定
立
さ
れ
て
国
法
秩
序
内
に
入
っ
た
法
(
外
来
的
法
源
)
と
憲
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
下
の
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
い
て
は
、
基
本
法
前
文
、
な
ら
び
に
基
本
法
第
一
条
第
二
項
、
第
九
条
第
二
項
、
第
二
三
条
1
第
二
六
条
、
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国法体系における憲法と条約 (4) 

第
五
九
条
第
二
項
、
お
よ
び
第
一

O
O
条
第
二
項
等
か
ら
、
国
法
秩
序
の
国
際
法
調
和
性
、
な
い
し
は
国
際
的
開
放
性
と
い
う
基
本
法
の
基

本
的
態
度
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
基
本
的
態
度
を
基
調
と
す
る
解
釈
に
よ
っ
て
、
国
際
的
協
力
に
つ
い
て
の
憲
法
的
決
定
と
し
て
国
際
機
構

へ
の
高
権
移
譲
を
許
容
す
る
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
か
ら
、
基
本
法
を
含
む
囲
内
法
に
対
す
る

E
C
法
の
優
位
が
導
き
出
さ
れ
て
き
た
。

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
国
際
機
構
へ
の
高
権
移
譲
の
み
を
明
文
で
規
定
し
て
い
る
。

E
C
へ
の
高
権
移
譲
と
国
内
法
に
対
す
る

E
C

法
の
優
位
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
以
上
、
明
文
に
規
定
の
な
い
後
者
を
導
き
出
す
解
釈
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の

よ
う
な
解
釈
を
支
え
て
い
る
も
の
が
、
基
本
法
か
ら
看
取
さ
れ
る
国
法
秩
序
の
国
際
法
調
和
性
、
な
い
し
は
国
際
的
開
放
性
と
称
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
基
本
法
の
基
本
的
態
度
に
よ
っ
て
、
国
際
的
協
力
に
つ
い
て
の
憲
法
的
決
定
を
示
す
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
国
法

秩
序
を
対
外
的
に
開
放
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
が
、
共
同
体
機
能
確
保
の
要
請
に

基
づ
く
優
位
要
求
が
内
在
す
る

E
C法
に
つ
い
て
、
国
内
的
な
法
適
用
命
令
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
法
秩
序
に
お
け
る

E
C法
の
優

位
を
許
容
す
る
構
造
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。
同
時
に
、
こ
の
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
示
さ
れ
た
憲
法
的
決
定
は
、

基
本
法
に
お
け
る
他
の
基
本
原
則
と
統
一
的
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
統
一
的
解
釈
の
要
請
か
ら
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一

項
に
基
づ
く
E
C法
の
優
位
に
も
一
定
の
憲
法
上
の
制
限
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
優
位
要
求
が
内
在
し
て
い
る
外
来
的
法
椋
の
国
法
秩
序
に
お
け
る
優
位
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
憲
法
に
よ
っ
て
限
界

を
画
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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(S:) Rojahn (Anm.2) Rn.l. 

(コ)Rojahn (Anm.2) Rn.6. 例記'刑事告艇制緩写字1さG'ト -rく ι 士子ふlι~*:Æ主宰定 (BVerfGE 89， 155) .，;:;' r湖特道事長11111 吋~.，ヰム-1>;:'主張

110械工」 4ヰエ ν駆是正杓~~'恒三王緩やG' ~1号G'~~当記J :..Ll]l1u同~\-ノエトQO IJ G' IJ .lJ ti' 年足.lQ~;{d側吋 ν眠時羽&~' r特命+寺巡

告電

品聖



に的円

(H2
・3
E誕
科

さ主'糧-t<';ヰ吋為者まI1 gj機事長 1J侮 L44ヰエ ν' 判~*潟E;;' 1 ;謡:ff;~ポ困盛対照黒毒自称j 基f:&;E;;'古語ミ;:ff;~孝三E;;'~-Q èl~謡韓民守眠時報例会JIIE

伽pνエトQJ (Ulrich Maidowski， Identitat der Verfassung und Europ詰ischeIntegration -BverfGE 73， 339， JuS 1988， 114 (115)) .>Jユ
小リ心早'.，;J母子。。

(~巴ヨ) Vgl. Al，めbr，陀'echtRa仰nd白el々zhoj作』討杭r久， A此氏.24Absは.1(Dezember 1992勾)， i批n配:T

2.Er怒ga如nz却un昭1喝gs叫li記ef，先巴rungzur 7.Aufl. (Munche叩n，C.H.B巴c伐k，S凱t加 d仕:19卯94め)Rn.4. 

(ロ)Herbert Kruger，山 erdie Herkunft der Gewalt der Staaten und der sog. supranationalen Organisationen， DOV [959，721 (724) 

(ヨ)Rojahn (Anm.2) Rn.7; Christian Tomuschat， Zweitbearbeitung des Art.24， in: R.Dolzer(Hgふ Bonn巴rKommentar zum Bonner 

Grundgesetz (Hamburg， C.F. Muller， Stand:1981/1985) Rn.4 

(:::;) Randelzhofer (Anm.12) Rn.4 

(ヨ)Vgl. Randelzhofer (Anm.12) Rn.17; Tomuschat (Anm.14) Rnふ~'~-.J"回起~:ff;ll室-RE;;'~粧台'思々はさやE;;'~宗拠出巌 èl ::E:~ν

れJ制 'Wi刊の怨聴{注目、{d.，;J(\ν鰻て♂ヰ二時。~，~~' 回(終mg里民側 (UlrichScheuner， Staatszielbestimungen， in: R.Schnur (Hg.)， 

Festschrift fur Emst Forsthoff zum 70. Geburtstag (M品nchen，C.H.Beck， 1972) S.325 (337) ; Randelzhofer (Anm.12) Rn.21; Tomuschat 

(Anm.14) Rn3， 5; Hans B. Brockmeyer， Art.24， in: B.Schmidt-Bleibtr巴u/F.Klein，Kommentar zum Grundgesetz， 9.Aufl. (Neuwied， 

Luchterhand、1999)R目、1)" rr司(主主記離E盟(Vogel(Anm.6) S.44) ，蝋鴬回窓 (Tomuschat(Anm.5) Rn.37)' 艇、現古王者民主~"t\ロ ~tト 4

4ド~;:， lii副首長t盟主主 (Hermann Mosler， 9175 Die Ubertragung von Hoheitsgewalt， in: J.Isens巴elP.Kirchhof(Hg.)， Handbuch d巴S

Staatsrechts， Bd.VIl (Heidelberg， C.F.Muller， 1992) Rn.7， 8)制作。

(口)Rudolf Streinz， Bundesverfassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz und Europaisches Gemeinschaftsrecht: Die Uberprufu時 grund-

rechtsbeschr詰nkenderdeutscher Begrundungs-und Vollzugsakte von Europaischem Gemeinschaftsrecht durch das Bundesver-

fassungsgericht (Baden-Baden， Nomos， 1989) S.253f.， 271ff. 

(~) Randelzhofer (Anm.12) Rn.20; Stern (Anm.8) S.520; Rojahn (Anm.2) Rn.73f. 

(;:;) Randelzhゆ r(Anm.12) Rn.5. Vgl. Ipsen， Gemeinschaftsrecht (Anm.8) S.48f.; RudolfGeiger， Grundgesetz und Volkerrecht， 2.Aufl 

(Munchen， C.H.Beck， 1994) S.207f. 

(自)r燃削:ff;el士主縦鎚事{P-:!tた帯電J(Ernst Benda I Ec如rtKlein， Das Spannungsverl泌ltnisvon Grundrechten und ubemationalem Recht， 
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DVBl. 1974， 389 (393)) や嶋崎心が嶋田実盤ω断士V 耳1.1♂!1'r事長11 G'傾知事制榊J(Emst ForsthojJ， Wehrbeitrag und Grund-

gesetz. Rechtsgutachten uber die Frage， ob die Verabschiedung des Gesetzes betr. den EWG-Vertrag (Art.59 Abs.2) eine Anderung des 

Grundgesetzes erfordert， in: Der Kampf um den Wehrbeitrag， Bd.II， 2.Halbband (Munchen， 1sar， 1953) S.312 (332f.))' r回竪主主縦士巴~

{同榊J(Josepf Ka山 r，Bewahrung und Veranderung demokratisch巴rund rechtsstaatlicher Verfassu時 sstrukturin den internationalen 

Gemeinschaften， VVDStRL 23 (1966)， 1 (1 8))ω鍵艇が嶋田記盤、"wr'~♂認~O

(尽)Gunter Gomy， Verbindlichkeit der Bundesgrundrechte bei der Anw巳ndungvon Gemeinschaftsrecht durch die deutschen Staatsorgane 

(Berlin， Duncker & Humblot， 1969) S.125ff. 

(ロ)Wemer Thieme， Das Grundgesetz und die るffentlicheGewalt internationaler Staatengemeinschaften， VVDStRL 18 (1959)， 50 (55f.). 

V gl. Randelzhoj討 (Anm.12)ぬ1.8.

(ロ)Streinz (Anm.17) S.218. Vgl. Gomy (Anm.21) S.122ff.; Rojahn (Anm.2) Rn.29， 50; Peter Badura， Staatsrecht. Systematische 

Erlauteru時 desGrundgesetzes鉛rdie Bundserepublik Deutschland (Munchen， C.H.Beck， 1986) S.267， Rn.D 135; Forsthoff(Anm.20) 

S.329f; Folke Schuppert， Die verfassungsrechtliche Kontrolle der Ausw証rtigenGewalt (Baden-Baden， Nomos， 1973) S.25f.; Hermann 

von Mangoldt / Friedrich Klein， Das Bonner Grundgesetz， Bd.1， 2.Aufl. (BerlinIFranfurt a.M.， Franz Vahlen， 1957)， Art.24， Anm.IlI 4 b. 

(詩)Vg1. Peter Badura， Bewahrung und Verandemg demokratischer und rechtsstaatlicher Verfassungsstruktur in den internationalen 

Gemeinschaften， VVDStRL 23 (1964)， 34 (67); Forsthザ (Anm.20)S.330ff.; Dietrich KuchenhojJ， Grundrechte und euro戸isches

Staatengemeinschaftsrecht， DOV 1963. 161 (165f.); Schuppert (Anm.23) S.28; Manfred Zuleeg， A民 24Abs.l， in: R.Baumlin u.a.， 

Kommentar zum Grundgesetz fur die Bundesr巴publikDeutschland， Bd.I， 2.Aufl. (Neuwied， Luchterhand， 1989)， Rn.18; Kurt Ballerstedt， 

Ubemationa1e und nationale Marktordnung. Eine montanrechtliche Studie (Tubingen， J.C.B.Mohr， 1975) S.58ff. 

(自)r \:'、「ト一会唱く長三回特ム..~回総会j-4同州綿密主~#送時甲G'拠出~ti' 制l民税G' 1 1謡'ドぷ~-t0縦士活G' rトャfト入 1トト!ト干.1~'持必

至~1'Q縦士怒部同会，-，，'業~G'司、講話!1吋トQ .，;>G' i己♂J制.(!' {t予QA.I:二小話rぐ!1柵:;.(!J(Maidowski (Anm.ll)， 115) A.Iエ小部墜

!1-i4エνさ， r傾鴬援自民JG'穏当尚摺杓ヰヰト。γoI'fU，.，;JG' {:現G'i誌、".-:，♀14若手。

(自)VgJ. Tomuschat(Anm.14)ぬ1.34;Randelzhoj討 (Anm.12)Rn.9; Rojahn (Anm.2) Rn.27. 

(お)Randelzhofer (Anm.12)ぬ1.9.
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(~) Karl H. Friauf， Die Bindung deutscher Verfassungsorgane an das Grundgesetz bei Mitwirkung組 europaischenOrganakten， in: 

K.H.Friauf/R.Scholz， Europarecht und Grundgesetz: Betrachtungen von materiell-und formalrechtlichen Problemen bei Schaffung und 

Umsetzung sekundaren Gemeinschaftsrechts (Berlin， Duncker & Humblot， 1990) S.II(24) 

(~) Peter M. Huber， Bundesverfassungsgericht und Europ正ischerGerichtshof als Huter der Gemeinschaftsrechtlichen Kompetenzordnung， 

AるR116 (1991)， 210 (226). Vgl. Randelzhofer (Anm.12) Rn.lO. 

(g) Paul Kirchho.五~183 Der deutsche Staat im Prozes der europaischen Integration， in: J.lsenseelP.Kirchhof (Hg.)， Handbuch des 

Staatsrechts， Bd.VII (Heidelberg， C.F.Muller， 1992) Rn.58. 

(日)Randelzhofer (Anm.12) Rn.ll. 

(~) Friauf(Anm.28) S.24 

(沼)Randelzhofer (Anm.12) Rn.12. 

(e$;) Vgl. Georg Ress， Verfassungsrechtliche Auswirkungen der Fortentwicklung volkerrechtlicher Vertrage. Uberlegungen zum Verh詰Itnis

des Grundgesetzes zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europ託ischenMenschenrechtskonvention， in圃 W.FurstIR.

HerzoglD.C.Umbach (Hg.)， Festschrift fur Wolfgang Zeidler， Bd. n (Berlin / New York， Walter de Gruyter， 1987) S.I775 (1785王).

(お)R仰 delzhゆr(Anm.12) Rn.12. 

(?$5) Rojahn (Anm.2) Rn.19‘ 

(伝) Vgl. Tomuschat (Anm.14) Rn.15. 

(沼)Randelzhofer (Anm.12) Rn.55. 

(~) Tomuschat (Anm.14) Rn.8; Mosler (Anm.16) Rn.17. 

(宕) Tomuschat(Anm.14) Rn.8f. Vgl. Rojahn (Anm.2) Rn.71. 

(ヨ)Tomuschat (Anm.14) Rn.lO， 17，73，76. VgL Huber (Anm.29)， 224f 

(詰)Tomuschat(Anm.14)胎1.62.

(;;;;;) Randelzhofer (Anm.12) Rn.56. 

(写)Rojahn (Anm.2) Rn.18. 
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(
日
)
こ
の
よ
う
に
し
て
承
認
さ
れ
る

E
C
法
の
優
位
は
、
既
に
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
適
用
上
の
優
位
で
あ
る

3
8
3
宰ロヨ・
5
∞-
M

主
・
適
用
上
の

優
位
に
つ
い
て
、
〈
加
戸
虫
色
、
喝
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(
日
)
外
部
の
高
権
保
持
者
に
対
す
る
国
法
秩
序
の
開
放
こ
そ
が
、
高
権
移
譲
の
本
質
的
内
容
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
(
〈
包
・

切
さ
門
ぎ
ミ
ミ
(
〉
ロ

B--a)
容こ山、
GREEA¥(〉
=s-凶。)河口
-u
∞
)
。
高
権
を
行
使
す
る
国
際
機
構
の
創
設
は
条
約
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
が
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
基
づ
い
て
「
法
律
に
よ
っ
て
」
行
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
国
際
機
構
の
高
権
が
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
の
内
部
で
行
使
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
国
法
秩
序
を
開
放
し
、
国
際
機
構
の
法
的
行
為
が
国
内
に
お
い
て
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
を
許
容

す
る
と
い
う
、
国
内
的
な
決
定
で
あ
る

(
F
E
S♀
ミ

2EE--ム
)
河
口
一
。
)
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
も
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
限
界
の
問
題
と
の
関
連
で
は
、
高
権
移
譲
の
権
限
付
与
と
国
法
秩
序
の
開
放
と
い
う

こ
つ
の
機
能
を
分
け
て
お
く
方
が
有
利
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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河
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信
認
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〉
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自
国
)
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(
印
)
な
お
、
国
内
法
の
適
用
不
可
能
と
い
う
帰
結
は
、
実
践
的
な
結
果
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
無
効
に
遜
色
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
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国法体系における憲法と条約 (4) 

れ
る
。
さ
ら
に
、
適
用
上
の
優
位
は
、
法
規
範
同
士
の
抵
触
だ
け
で
は
な
く
、
適
用
上
の
衝
突
に
お
い
て
も
作
用
す
る
と
い
う
意
味
で
、
効
力

上
の
優
位
よ
り
も
広
範
な
影
響
を
有
す
る
が
、
憲
法
に
対
す
る

E
C
法
優
位
の
制
限
は
、
む
し
ろ
原
理
的
な
い
し
シ
ン
ボ
ル
的
意
味
を
有
す
る

と
す
る
見
解
が
あ
る
(
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適
用
上
の
優
位
と
絶
対
的
な
無
効
の
帰
結
を
伴
う
優
位
(
効
力
上
の
優
位
)
と
の
問
の
区
別
は
、
実
際
に
は
、
法
的

な
問
題
と
い
う
よ
り
も
「
政
治
哲
学
的
」
な
種
類
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
有
企
む
E
2
2
E
B
'
e
m
p叶
N)
。
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2
も
、
こ
の
二
つ
の
問
題
の
区
別
を
前
提
と
し
て

い
る
。
ミ

s
q
(〉ロ
E
N
S
-
目
。
も
、
そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
従
来
は
、
こ
の
両
者
が
明
確
に
区
別
さ
れ
ず
、
両
者
の
問
題
領
域
に

つ
い
て
の
論
述
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
と
さ
れ
る

(
E
z
aミ
も
司
、
ヱ
〉
ロ
ヨ
・
ロ
)
岡
山
口
・
口
。
)
。

(
臼
)
・
同
町
内
ヨ
(
〉
ロ
呂
∞
)
印
・
出
血

(
制
)
ミ
ミ
号

EFH(〉
ロ
ヨ
・
ニ
)

e

ご同

(
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)
な
お
、
学
説
の
多
く
は
、
国
際
機
構
の
法
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
、
二
次
的
E
C
法
を
直
接
的
に
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
を
基
準
と
し

て
審
査
す
る
の
で
は
な
く
、
国
内
機
関
の

E
C
法
の
適
用
義
務
の
問
題
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
国
内
機
関
の

E
C
法
適

用
な
い
し
実
施
ま
た
は
国
内
裁
判
所
の
判
断
に
対
す
る
憲
法
異
議
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
(
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こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
は
、
国
内
機
関
の
適
用
行

為
の
憲
法
裁
判
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
枠
内
に
お
い
て
必
然
的
に
二
次
的
E
C
法
の
憲
法
適
合
性
の
審
査
に
及
ぶ
と
考
え
て
き
た
も
の
と
解
さ
れ

る
。
た
だ
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
判
決
に
お
い
て
従
来
の
判
例
を
変
更
し
、
囲
内
機
関
か
ら
独
立
し
た

E
C
法
の
適

用
行
為
の
憲
法
適
合
性
を
直
接
的
に
審
査
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
審
査
権
は
、
欧
州
裁
判
所

と
の
「
協
力
関
係
」
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
と
い
う
制
約
が
付
さ
れ
て
い
る
。
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Wehrbeitrag， Bd.II， 2.Ha1b凶ba釦r口ld(ゆM仙品ωn恥ch恥ε印n凡， Isa低r，1953) S.1凶55(l58f百f.)

(;:g) Tho刷(仏Anm.67)η)S.幻.1陥6臼3f.

(iB) Konrad Zweigert， Der Einflus des Europaischen Gemeinschaftsrechts auf die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten， RabelsZ 28 

(1964)， 601 (640fよErichKau角ann，Rechtsgutachten zum Vertrage uber die Grundung der Europaischen Verteidigungsgemeinschaft 

undzumD巴utschlandvertrage，in: Der Kampf um den Wehrbeitrag， Bd.II， 2.Halbband (Munchen， Isar， 1953) S.42 (53). 

(l2) Vgl.Dieter Emrich， Das Vert泊Itnisdes Rechts der Europ泌氏henGemeinschaften zum Recht der Bundesrepublik Deutschland 

(M訂'burg，N.G.Elwert， 1969) S.136ff.; Tomuschat (Anm.14) Rn.54ff. 

(己)Hans Kruse， Struktuelle Kongruenz und Homogenitat， in G.Arbeitskreis (Hg.)， Mensch und Staat in Recht und Geschichte， Festschrift 

fur Herbert Kraus zum 70. Geburtstag (Kitzingen， Holzner， 1954) S. 112ff.; Ewald Bucher， Verfassungsrechtliche Probleme des 

Gemeinsamen Marktes， NJW 1957， 850f仔f.

(ロ)Her，治berげ1Kra凶， DaおsErfor，吋dem凶iおsstrukt佃u山r凶el1耐eぽrKon略gn

d必e印mGru叩m凶1刈dg伊es犯et包z，it刈in:Der Kamp〆fumd巴回nWeh恰1立rbe白it紅ra砲g，Bd.II， 2.Halbband (Munchen， Isar， 1953) S.545 (550). 

(ロ)Kraus (Anm.72) S.551. 

(ご)Tomuschat (Anm.14) Rn.55. 

(巳)Ulrich Scheuner， Der Grundrechtsschutz in der Europaischen G巴meinschaftund die Verfassungsrechtsprechung. Zum Beschlus des 

Bundesverfassungsgerichts vom 29. Mai 1974， AるR100 (1975)， 30(45f.). 

(記)Kaiser (Anm.20)， 16ff.; Badura (Anm.24)， 37ff; Tomuschat (Anm.14) Rn.60. 

(に)断。ng(加 m.3)S.216. 

(但)Vgl. Stem (Anm.8) 5.536; Emrich (Anm.70) 5.137 

(~) Vgl. Leontin-Jean Constantinesco， Das Recht der Europaischen Gemeinschaften I. Das institutionelle Recht (Baden-Baden， Nomos， 

1977) S.709ff. 

(宕)Streinz (Anm.17) S.223. Vgl. Tomuschat (Anm.14) Rn.57. 

(;;3) Benda/ Klein (Anm.20)， 393f. 
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(お)Vgl. Friauf (Anm.28) S.19f. 湖特製単純G~服Lょやエ ν竺'れJ必!1'田監軽量豊G華経E豆とよ兵士時鍵慢Ilill Gピ蝋和Gl史論(~ベ

包'陸連王宮司1閣制目~兵士時 11告示~ii1 U誕G~言明) G~差~G枠組込将壊れJ与二時。

(i:2) Wilherm Wengler， Grundrechtsminimum und Aquivalenz der Grundrechtsschutzsysteme， JZ 1968， 327 (328f.)， vgl. ders.， Anmerkung 

zu BVerfG， Beschlus vom 18.10.1967， JZ 1968， 100 (lOlf.). 

(耳)Tomuschat(Anm.14) Rn.67. 

(詰) Tomuschat (Anm.5) Rn.53; ders.， (Anm.14) Rn.61; Mosler (Anm.16) Rn.66‘ 

(詣)Streinz (Anm.17) 5.225. 

(~) Dietrich Ehle， Verfassungskontrolle und Gemeinschaftsrecht， NJW 1964，321 (322). 

(~) Vgl. Randelzhofer (Anm.12) Rn.89; Tomuschat (Anm.14) Rn.50 

(毘) To即 日chat(Anm.14) Rn.51. 

(宰) 5treinz (Anm.17) 5.221. Vgl. Stem (Anm.8) S.535f. 

(呂)RandeIzhofer (Anm.12) Rn.68. 

(~) Huber (Anm.29)， 233， 241; Streinz (Anm.17) 5.83ff.; Matthias Herdegen， Europ泌氏hesGemeinschaftsrecht und die Bindung 

deutscher Verfassungsorgane如 dasGrundgesetz， Bemerkungen zu neueren Entwicklungen nach dem "5olange IIへBeschlus，EuGRZ 

1989， 309 (311); Friauf (Anm.28) 5.33ff.; Helmut Henrichs， Gemeinschaftsrecht und nationale Verfassungen， Organisations-und 

verfahrensrechtliche Aspekte einer Konfliktlage， EuGRZ 1990， 413 (417ff.ふ

( ~) Randelz}wJセr(Anm.12) Rn.13S; Huber (Anm.29)， 234. 

(苫)RandeIzhofer (Anm.12) Rn.135. 

(~) Randelzhofer (Anm.12) Rn.13S， Fn.384. 

(~) RandeIzhofer (Anm.12) Rn.135. Vgl. Mo耐 r(Anm.16) Rn.66. 

(民)Randelzhofer (Anm.12) Rn.136. t!民.....)' ii1 UG~-4D~~' 選摺~4g.司.f'. G 欄苦!tAJ~示。t!事的*~H写会♂ G11ぷ宕同υ:出G烈~

さ主' 主百三~#返事1韮~ム4 。 ν時事桝れJ 与i ト，HJ 心AJ~型トqO ...)t!為。 ν'量産蛍IlillG函歪華摩区さま'煩~Io'組組~立案エ G~時同U;出~や

ニνさま， ii1U射程右犠1111jEIT射程(亘書長 1・V-¥J機) G¥lドt語以吋 Fい'恒三E緩寧1さと」再会;取pν'舎もJG~宇遊泳}遣しfJAJAJ ;(6時 (Vgl. 
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Randelzhofer (Anm.12)ぬ1.136)0 ....)-R....)~ポヰh♂'刑事量級鎚4選手伝込'土足~軍司~4~4p.(;編00<<: :1母子。会閉会、{d憐桝す眠時三重F....) ν'

11 長:lf; wu誕込欄*~:l{;'..L吋令。総量単(;話器菌、{d苦型選 ....)\-1:;' 崎県 J -'J~葉\-D耳とよ蜘桝・手当亘がrQ !J -'J-'J{型兵包'言語三~#選手窓~;m.l司

令rQヨヨ恥(;織+キ延長:l{;(;盤挺艇よJ(; 題剥く奇~-:!:l1υ rQ';かもJヰ之為時時。 Vgl. Hans D. Jarass， Art.23， in: H.D.Jarass/B.Pieroth， Grundgesetz 

鉛rBundesrepublik Deutschland， 5.Aufl. (Munchen， C.H.Beck， 2000) Rn.36. 

(虫)Randelzhofer (Anm.12) Rn.137. Vgl. Karl Th. Rauser， Die Ubertragung von Hoheitsrechten auf auslandische Staaten: zugleich ein 

Beitrag zur Dogmatik des Art. 241 GG (Munchen， C.H.Beck， 1991) S.27. 

(g;) Randelzhofer (Anm.12) Rn.137. 

(言)Rojahn (Anm.2) Rn.75. ! J (;:a:眼ti'湿潤(;剤訳版:母様写字1韮(;Solange II表明当選斗維持ムJぷ(¥-?.!'婚!草王朝険制緩事1きさ同υ

土日 14E玄-jo--rQ g霊Eミ組事総 144ヰエ ν、ρ徽桝革製品J~ヒ駆J小トQ~己'よ)エ小~~盟ムJ 縦三重(;組組今年J悔いト.Q-'J唱l('ペ必与~rQ O 01尚早::--'屯難先3

3舎絡がrQ-þJ巡榊'..L 0 エ ν(;軍E盛会必~♂￡ト.Q (;ti' 1l誕~{望感継'..L-'J ÃJ 制rQ-'J$れJ~ ト(ð\tJ徒同小。

(~) Mosler (Anm.16) Rn.66; Rudolf Bemhardt， gl74 V巴rfassungsrechtund volkerrechtIiche Vertrage， in: J.IsenseelP.Kirchhof (Hg.)， 

Handbuch des Staatsrechts， Bd.VII (Heidelberg， C.F.Muller， 1992) Rn.26; Stem (Anm.8) S.538 

(言)Rojahn (Anm.2) Rn.74 

(言)Vgl. G印 terDurig， Art.l (1958)， in: T.MaunzJG.DuriglR.Herzog/R.Scholz， Grundgesetz. Kommentar， 2.Erganzungslieferung zur 

7.Aufl. (Munchen， C.H.Beck， Stand:1994) Rn.73ff. 

(さ)Vgl. Georg Erler， Das Grundgesetz und die offentliche Gewa1t intemationaler Staatengemeinschaften， VVDStRL 18 (1959)， 7 (44f.); 

Albert Bleckmann， Sekund益resGemeinschaftsrecht und d巴utscheGrundrechte. Zum Beschlus des BVerfG vom 29. Mai 1974， Zur 

Funktion des Art.24 Abs.l Grundges巴tz，ZaoRV 35 (1975)， 79(84)， 

(吉)Herdegen (Anm.92)， 312; ders.， Die Belastbarkeit des V巴rfassungsgefugesauf dem Weg zur Europ泊 chenUnion， EuGRZ 1992，589 

(592f.); Klein (Anm.65)， 69; Gerhard Robbers， Die Anderungen des Grundgesetzes， NJW 1989， 1325 (1326); Theodor Schlling， Die 

deutsche Verfassung und die europ泌氏heEinigung， AoR 116 (1991)， 32 (52f.) 

(書 Randelzho..作r(Anm.12)町1.90.

(~) Ebd. 

~ 
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(き)Huber (Anm.29)， 226王

(言)Huber (Anm.29)， 227ft. 

(呂)Streinz (Anm.17) S.252. 

(ヨ)Streinz (Anm.17) S.260ff. 

(苫)Streinz (Anm.17) S.32. 

(さ)Streinz (Anm.17) S.257 . 

(さ)Randelzhofer (Anm.12) Rn.86. ~会.，;p'村総L44ヰエレ持者、燃がゆ吋小三， IJG'm史2ささ主「恒三三穏やム1G'<-4~担J :1ム~('\ν欄*港望感

機、{<J寝21支どがト(lG'V r欄*封書長-¥J-K従属総川軍事+凶JG'{同Îi\~許認罫J小ト守主主Gぬv G'~~さよJ:!翠纏志の早号制~+<哨'[Jvヤエリ心

ム)羽子。。

(苫)V gl. Randelzhofer (Anm.12) Rn.91. 

(吉)Ipsen， Gemeinschaftsrecht (Anm.8) S.66 

(告)Randelzhofer (Anm.12) Rn.I44; Rojahn (Anm.2) Rn.74; Huber (Anm.29)， 235; Mosler (Anm.16) Rn.66; Tomωchαt (Anm.14) Rn.79; 

Constantinesco (Anm.79) S.713; Jochen A. Frmv，日n，Europaisches Gemeinschaftsrecht und Bundesverfassungsgericht， in: C.Starck 

(HgふBundesverfassungsgerichtund Grundgesetz. Festgabe aus Anlas des 25 j詰hrigenBestehens des Bundesverfassungsgerichts Bd.II 

(T品bingen，J.C.B.Mohr， 1976) S.187 (210); Gerhard Hoffmann， Intemationales Verwaltungsrecht， in: Ingo von Munch (Hg.)， Besonderes 

Verwaltungsrecht， 7.Aufl. (BerlinfNew Zork， Walter de Gruyter， 1985) S.851 (867); Marψ'ed Zuleeg， Das Bundesverfassungsgericht als 

Huter der Grundrechte gegenuber der G巴meinschaftsgewalt.Anmerkung zum Beschlus des BVerfG vom 29.5.1974， DOV 1975，44 (45); 

ders.， Zum Standort der verfassungsstaats im Geflecht der intemational巴nBeziehungen， DOV 1977，462 (466); ders.， Das Recht der 

Europaischen Gemeinschaften im innerst昌，atlichenBereich (Kるln，Carl Heymanns， 1969) S.163 

(苫)Rojahn (Anmお Rn.74.

(さ)Gomy (Anm.21) S.138ff.， 141任， vgI. Theodor Maunz / Gunter Durig， A氏79(1960)， in: T.MaunzlG.DuriglR.Herzog/R.Scholz， 

Grundgesetz. Kommentar， 2.Erganzungslieferung zur 7.Aufl. (Munchen， C.H.Beck， Stand: 1994) Rn.42. 

(吉)Streinz (Anm.17) S.224f. 

(
主
宰
緑
川
税
制
柏
崎
h
-
m
刊
以
川
町
法
山
知
国



。∞的同
(
Cド
マ

可
)
H
田
川
相
ぷ
廿

(ヨ)糊怜巡首長 1~無線川型車決欄持:砲事長 1 1 Eti延長部長 1 1邸Q~~~健蛍令トZ' AJ:二小唱~'t<+宍士主'田ト〉会&jl;\::側が""， 0 Vgl. Theodor Maunz， 

Verfassungsrechtliche Grund1agen der deutsch-al1iierten Vertr裕e，in: Der Kampf um den Wehrbeitrag， Bd.II， 2 

Is 紅低， 19何53勾)S.591(σ599 ι幻).
(さ)H.仰 sH. Rupp， Zur bundesverfassungsgerichtlichen Kontrol1e des Gemeinschaftsrechts am Masstab der Grundrechte， NJW 1974，2153 

(2154); DetleνSchumacher， Die Konkordanz des nationalen mit dem Gemeinschaftsrecht in der Rechtsprechung. Bemerkungen zum 

Beschlus des Bundesverfassungsgerichts vom 29.5.1974， DB 1975， 677 (680). Vgl. Hans-Joachim Schniewind， VolIstreckung und 

VoIlstreckungsrechtsbehelfe im Recht der Europ泌氏henGem巴inschaften(Stuttgart， W.Kohlhammer， 1972) S.63f.; Henning Schwaiger， 

Zum Grundrechtsschutz gegenuber den Europ泌氏henGerneinschaften. Unter besonderer Berucksichtigung voIlstreckbarer Titel， NJW 

1970，975 (979). 

(雪)Schniewind (Anm.122) S.63f 

(さ)Streinz (Anm.17) S.226. 

(吉)Ebd. 

(~) Randelzhofer (Anm.12) Rn.135; Rojahn (Anm.2) Rn.73. 

(告)Rojahn (Anm.2) Rn.74. 

(き)Streinz (Anrn.17) S.226. 

(き)BGHZ 34， 169 (177f.); 59， 82 (85f.); BVerwGE 42， 143 (l45ff.) 

(言)Albert Bleckmann， Staatsrecht U， Die Grundrechte， 3.Auf1. (KolnJBerlinfBonnfMunchen， Carl Heyrnanns， 1989) S.371; ders.， Die 

Volkerrechtsfreundlichkeit der deutschen Rechtsordnung， DOV 1979， 309 (3 1 5ff.) 

(5) Bleckmann， Staatsrecht II (Anm.130) S.371; ders.， Vるlkerrechtsfreundlichkeit(Anm.130)， 316f. 

(さ)Bleckmann， Vるlkerrechtsfreundlichkeit(Anm.l30)， 309. 

(吉)Streinz (Anrn.17) S.228. 

(亘)Ebd 

(~) Gorny (Anm.21) S.155; Streinz (Anm.17) 5.228; Rojahn (Anm.2) Rn.69; Jarass (Anrn.97) Rn.36; Bernt Buhnemann， Die 
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Niederlassungsfreiheit von Versicherungsunternel】menin Gemeinsamen Markt. Zugleich eine Studie uber die Rechtsahgleichung von 

Tatbest誌ndendesるffentlich巴nund privaten Rechts (Karlsruhe， Verlag Versicherungswirtschaft， 1967) S.66王4王将' ωυ対::iC蝋±怒慣<ta

:j!g~生~:1Ç\エ γ Karl Heinrich Friauf， Die Notwendigkeit einer verfassungskonformen Auslegung im Recht der westeuropaischen 

Gemeinschaften， AoR 85 (1960) 224ff. 

(さ)Streinz (Anm.17) S.228. 

(邑)Scheuner (Anm.75)， 46. 

(雪)Streinz (Anm.17) S.229f......)会Jヤ込♂'益三三議~.qロム1C<~~ゐ欄14鎚C欄14-難先}喜雲監J小r-(l-R~-RムJ':;' 小~1lf国 C~lii;里民:1...，'

同υ土話人j糊14:出 C エ"，..~i己必榊特製薬Eぎ C叫〈栓記:1やエ νC櫛型社ゐ掘母醤<.0長小r-(l C -R-'V':;'小~~盟 Cl中1:t:l4J~諜令嶋田武絵

""~r-(l (Michael Schweitzer， Das System der Erzeugungsquoten in der Europ語ischenGemeinschaft fur Kohl巴 undStahl， NJW 1982， 

2705 (2706))。
(言)Michael Schweitzer， Zur neueren Entwicklung d巴sVerl語Itnissesvon EG-Recht und bundesdeutschen Grundrechten， JA 1982， 174 

(179). 

(宝)~聡諜寝「国規送時:1.;qさとr-(l~院議C頬尽 (1 1・W)J(制。)1 Hく盟国ミトヰ秘密i。
(ヨ)Buhnema開n(Anm.135) S.66f. 

(苫)Streinz (Anm.17) S.228f. 

(宝)Streinz (Anm.17) S.226ff. 矧段級制緩写定C1~同〈社-\Jm::: 10 回 C売さ制 (BVerfGE 8， 71 (79)) ~.;qエ ν' 調書栂ヰ薬草~C~括主E

有毒事ti'r~c，\'吋耳1.1必~-~州主恒三三割く~-\吾容称1m語i腿Jν 一一泊削~~持母 tJ心込E主化r--%! !2~型公j 小トQ -'V収J .!iヰ~~塁ω :lJ

~~擦れJ~ ト，.:;.心。

(豆)BVerfGE 37， 271 (277f.). 

(宮)Streinz(Anm.17)S.237. 

(苫)BVerfGE 37， 271 (288f.). 

(ヨ)BVerfGE 58， 1 (28，41). 

(宝)Streinz (Anm.17) S.238f. 
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(宝)BVerfGE 73， 339 (386). 

(吉)田重量〈鑓延長~ムJ蝋土日E;;-<鍵蝦{W，.lJE;;~\':J..，;>最室長択完己保母1 -\a--t-Q 10'濯割当時時。時J E;; 草~.qoe1士主， ~~è1~定Jν制民:出ゐ陸軍起がt-Q

よJ エ小田~lì生命)~寝入Jが嶋監玉f 回延長〈健機認摺.qo:lf;遣を挺さ:!tliKm耳ù~~型エ。

(ヨ)Vgl. RandelzJwfer (Anm.12) Rn.95ff.; Mosler (Anm.16) Rn.66; Kirchhof (Anm.30) Rn.59; Josef lsensee， ~1l 5 Grundrechts-

voraussetzungen und Verfassungserwartungen an di巴 Grundrechtsausubung，in: J.Isensee/P.Kirchhof (Hg.)， Handbuch des Staatsrechts， 

Bd.V (Heidelberg， C.F.M品ller，1992) Rn.69. 

(邑)Rojahn (Anm.2) Rn.50. 

(吉)Ebd. 

(さ)BVerfGE 37， 271 (279). 

(吉)BVerfGE 73， 339 (375). 

(宣言)BVerfGE 68， 1 (96). 

(邑)Kirchhof(Anm.30) Rn.59. 

(芭)BVerfGE 73， 339 (376). 

(吉)Rojahn (Anm.2)ぬ1.51.!JE;;頃e10エ¥-'1司法王令t-Q..，;>E;;，.lJ....J ¥-" Randelzhofer (Anm.12) Rn.69-79. 

(室)Vgl. Rojahn (Anm.2)ぬ1.51.姥!長瀬起訴雰忘込欄4令部首長 1~k(*担保 11郎、い同υ斑E;;轡起組 è1 0 S. ¥-' E;; ~~当人J ...J ν エト~-'J lìさ炉心

リムJ è1~京~~J\計刊誌議長手持母。 Vgl. Herdegen (Anm.92)， 312. 

(否)Rojahn (Anm.2) Rn.73; Randelzho..声r(Anm.12) Rn.135， 138; Klein (Anm.65)， 81; Huber (Anm.29)， 224， 234; Friauf(Anm.28) S.28. 

(吉)BVerfGE 73，339 (376); 58， 1 (40) 

(吉)Rojahn (Anm.2) Rn.73. 

(歪)BVerfGE 73， 339 (376). 

(室)BVerfGE 73， 339 (376) 

(さき)Rojahn (Anm.2) Rn.74 誕~.qoE;;隙惚e10エν，Huber (Anm.29)、234，236 込摺~è1 1ヨて ν ユ時。 Kleìn (Anm.65)， 81 ..，;>捜隊.:，qニ

ν liE!:lJlll \J今~t-Q O Randelzhofer (Anm.12) Rn.135ff."';>' 'J E;;'与a~ :.L 0 S. ν' 欄#:lf;:.LliE!:~単E;;霞!還さ早J-%，t-Q，.lJ絵柄J-'i二時。
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